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〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和５年８月末現在　○世帯数／4,989世帯　○人口／男5,483人／女5,870人／計11,353人
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インスタ始めました

令和5年9月14日 上板中学校体育祭の様子令和5年9月14日 上板中学校体育祭の様子



　電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている上板町民の皆様の
生活を応援するため、上板町内事業所で使用可能な商品券「令和５年度上
板くらし応援商品券」（１人当たり 5,000 円）を対象者に配付しています。
　お受取りになった令和５年度上板くらし応援商品券は、取扱店舗等とし
て事前登録された上板町内の店舗・事業所でご使用いただけます。

世帯主（令和５年７月１日現在）宛てに、ゆうパックで郵送していますが、
まだお手元に商品券が届いていない場合は、上板町役場 総務課まで
お問い合わせください。
使用有効期限は、令和６年２月29日 までとなっています。
期限を過ぎた場合は使用できませんのでご注意ください。
　
使用可能店舗・事業所
　下記の使用可能店舗一覧は令和５年８月31日現在の
もので、新たに追加された店舗は上板町ホームペー
ジで随時更新しておりますのでご確認ください。

ご不明な点は、上板町役場　総務課（☎０８８－６９４－６８０１）までお問い合わせください。

※店舗名は50音順で並んでおります。※取扱店舗等随時募集しています。　（申込先：上板町商工会）
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●愛犬美容室ドックノーズ
●有限会社麻名自動車
●浅野自動車
●ア・センブル美容室
●植田畳店
●エステティックサロン ちあふる。
●エフメイト
●大西商店
●岡萬本舗 北本店
●有限会社加島でんき
●cafe apron
●上板農産市 春夏秋冬
●亀井製麺所
●カラオケ喫茶 さち
●河野ストア
●有限会社木内金物店
●キリン堂上板店
●ＫＵＭＯＮ上板教室
●桑原金物株式会社

●御所カントリークラブ
●斉藤食堂
●ザ・ビッグ上板店
●新洗蔵ザ・ビッグ上板店
●セブン-イレブン上板町神宅店
●セルフうどん だいせん食堂
●セルフドライママ上板営業所（竹内商店）
●総合衣料まえさか
●有限会社高志硝子建材
●武市建材店有限会社
●中華そば和楽や
●手羽先からあげもん助
●東條自動車整備工場
●有限会社富永石油
●ドラッグストア コスモス上板店
●日新酒類株式会社 上板本社 エントランス
●野口商店
●ファッションライフ まつたに
●ファミリーショップなとう 上板店

●ふくおか理容所
●ヘアーワーク・サトウ
●ヘアメイクPosh.
●本那米穀店
●株式会社マスダ
●有限会社松島タクシー
●松村商店
●丸金
●ミネ美容室
●民宿寿食堂
●有限会社村上守男結納店
●森電器商会
●有限会社大和商店
●ライフショップこんどう
●リカオー上板店
●有限会社レストラン際
●WAZA CAFFE
●株式会社Ｗatanabe's
●渡部印刷所

こちらからも確認いただけます。 ➡
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●愛犬美容室ドックノーズ
●有限会社麻名自動車
●浅野自動車
●ア・センブル美容室
●植田畳店
●エステティックサロン ちあふる。
●エフメイト
●大西商店
●岡萬本舗 北本店
●有限会社加島でんき
●cafe apron
●上板農産市 春夏秋冬
●亀井製麺所
●カラオケ喫茶 さち
●河野ストア
●有限会社木内金物店
●キリン堂上板店
●ＫＵＭＯＮ上板教室
●桑原金物株式会社

●御所カントリークラブ
●斉藤食堂
●ザ・ビッグ上板店
●新洗蔵ザ・ビッグ上板店
●セブン-イレブン上板町神宅店
●セルフうどん だいせん食堂
●セルフドライママ上板営業所（竹内商店）
●総合衣料まえさか
●有限会社高志硝子建材
●武市建材店有限会社
●中華そば和楽や
●手羽先からあげもん助
●東條自動車整備工場
●有限会社富永石油
●ドラッグストア コスモス上板店
●日新酒類株式会社 上板本社 エントランス
●野口商店
●ファッションライフ まつたに
●ファミリーショップなとう 上板店

●ふくおか理容所
●ヘアーワーク・サトウ
●ヘアメイクPosh.
●本那米穀店
●株式会社マスダ
●有限会社松島タクシー
●松村商店
●丸金
●ミネ美容室
●民宿寿食堂
●有限会社村上守男結納店
●森電器商会
●有限会社大和商店
●ライフショップこんどう
●リカオー上板店
●有限会社レストラン際
●WAZA CAFFE
●株式会社Ｗatanabe's
●渡部印刷所

こちらからも確認いただけます。 ➡

参議院議員補欠選挙のお知らせ参議院議員補欠選挙のお知らせ

◇選挙日程
参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員補欠選挙について下記のとおりご案内いたします。

・告　示　日　令和５年10月５日（木）
・投 票 日 時　令和５年10月22日（日）　７時〜20時
・投　票　所　町内５投票所（投票所入場券に、あなたの投票所を記載しています）
・期日前投票　令和５年10月６日（金）〜令和５年10月21日（土）の16日間
　　　　　　　時間：８時30分〜20時　　場所：上板町役場　１階ロビー

◇期日前投票制度
　選挙は、選挙期日（投票日）に投票
所において投票することを原則として
いますが、仕事や旅行などで投票日当
日、投票に行けない方が選挙期日前で
あっても選挙当日と同じ方法で投票を
行うことができる制度です。

◇期日前投票の手続き
⑴　宣誓書等の提出
　　期日前投票所の受付に、必要事項
を記載した宣誓書と投票所入場券を
提出します。（投票所入場券はなく
ても投票できます。）

⑵　投票用紙の交付
　　受付係で宣誓書の記載を確認後、
投票用紙をお渡しします。

⑶　投票用紙への記載、投票
　　投票記載台で投票用紙に記入し、
投票箱へ投票用紙を投函します。

区分 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 １級又は２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸又は小腸の障害

１級又は３級

免疫又は肝臓の機能障害 １級から３級まで
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第２項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸又は肝臓、小腸の障害

特別項症から第３項症まで

介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護５」

区分 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 １級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第２項症まで

　②　郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
　　　上記①の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人
で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者（選挙権を有
する者に限る）に投票に関する記載をさせることができます。

◇不在者投票制度
　仕事や旅行などで選挙期間中、上板町以外の市区町村に滞在している方は、
滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等
している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

◇不在者投票の手続き
⑴　上板町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
　①上板町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を
請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。

　②交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会
に出向きます。

⑵　指定病院等における不在者投票
　　徳島県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所
中の方で、　投票日当日に投票所に行けない方は、その施設において不在者
投票ができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票
は病院長等の管理する場所で行います。
⑶　郵便等による不在者投票
　　身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が
自宅等で投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
　　この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要
です。
　①　郵便等による不在者投票をすることができる人
　　　身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の障害のあ
る者または、介護保険被保険者証「要介護５」の者に認められています。（自
分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。

期日前投票制度について 不在者投票制度について

● お問い合わせ ●
上板町選挙管理委員会事務局

（上板町役場　総務課内）
☎０８８−６９４−６８０１
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　総務課　　☎０８８−６９４−６８０１

　令和４年度の決算がまとまり、第３回定例会に提出しました。
　本町の財政は、町税等の自主財源が少なく、国や県に依存してい
る財源構成となっております。
　主要な事業としては、リサイクルセンター改修工事、町内幼稚園・
小・中学校トイレ改修及び手洗い自動水栓化工事、橋梁長寿命化計
画による橋梁修繕工事、木造住宅耐震化促進事業補助金、浄化槽設
置整備事業補助金、地域おこし費などの地域活性化施策の推進や、
価格高騰緊急支援給付金や地域商品券配付事業、障害者自立支援給
付費など生活者支援と福祉の向上のための事業を実施しました。
　地方債残高は33億4,587万円と昨年度より１億7,262万円減少
し、また、基金残高は１億7,936万円積み立てし27億831万円と
なりました。前年度と比較し臨時財政対策債等が減少し、経常的な
経費が増加したため経常収支比率は3.6ポイント増加し83.0％になりました。普通交付税等の影響を強く受けている
ため、楽観はできない状況です。今後、行財政改革を積極的に推進し、中長期の財政計画に基づき、必要な事業は優
先的に順位を付け計画的に事業を執行し、住民福祉の向上に努めてまいります。

約104,700円の町税を納めて頂き、約457,900
円の支出をし、その内訳は次のとおりです。

町 民 １ 人 当 り

（※令和５年３月末住民基本台帳登録人口11,401人で算定）
（内　人件費　93,700円）

177,100円
75,500円
57,600円
44,600円
31,200円
23,000円

民 生 費
総 務 費
衛 生 費
教 育 費
公 債 費
土 木 費

農林水産業費
消 防 費
議 会 費
商 工 費
計

21,600円
17,800円
6,400円
3,100円

457,900円

公債費
356,020千円 6.8％

普通建設事業費
505,088千円 9.7％

物件費
766,723千円
14.7％

歳出合計
52億
2,101万円

歳出の
性質別
内訳

人件費
1,068,189千円
20.4％

扶助費
930,172千円
17.8％

補助費
714,570千円
13.7％

繰出金
604,672千円
11.6％

積立金
187,763千円
3.6％

維持補修費 87,812千円 1.7％

民生費
2,018,622千円
38.7％

総務費
861,115千円
16.5％

衛生費
656,778千円
12.6％

教育費
508,982千円
9.7％

公債費
356,020千円
6.8％

土木費
262,256千円
5.0％

農林水産業費
246,251千円 4.7％

消防費
203,019千円 3.9％

議会費
72,672千円 1.4％

商工費
35,294千円 0.7％ 義

　　　務

　　　　的

　　　　経

　　費

投資的経費

そ

の　　　

他　　　　

の　　　　

経　　　　

費　　

※普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計とを合わせたもので、地方財政状況調査（決算統計）の分類に沿ったものです。
※普通建設事業費、繰出金、物件費、扶助費の中には、職員給料等が一部含まれています。

県支出金 401,781千円 7.1％ 繰越金 317,262千円 5.6％

歳入合計
56億
3,138万円

町税 1,193,960千円 21.2％

使用料・手数料 65,651千円 1.2％
財産収入 46,838千円 0.8％
諸収入 42,713千円 0.8％
分担金・負担金 33,863千円 0.6％
寄附金 19,178千円 0.3％
繰入金 17,377千円 0.3％地方交付税

2,099,277千円
37.3％

国庫支出金
858,282千円 15.3％

交付金 297,440千円 5.3％
地方債 174,400千円 3.1％

地方譲与税 63,359千円 1.1％

自　　主
　　　財
　　　源

依　　　　

存　　　　　

財　　　　　
源　  　

30.8％

69.2％

令和４年度 わが町の家計簿わが町の家計簿わが町の家計簿
普通会計 翌年度

へ繰越歳入 56億3,138万円　歳出 52億2,101万円　差引 ４億1,037万円
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　令和４年度の歳入合計は14億152万５千円、歳出合計は13億6,757万８千円となっています。
その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額3,394万7千円が令和５年度へ繰越となりました。
　令和４年度決算においては、医療機関等へ支払う保険給付費（療養の給付等に要する費用の
うち上板町国民健康保険負担分）の総額が、国民健康保険加入者の皆様から納付いただいた国
民健康保険税の約4.7倍になっている状況です。

歳　　　　　入 歳　　　　　出
項　目 金額（千円） 割合 項　目 金額（千円） 割合

国民健康保険税 211,935 15.1％ 保険給付費 1,002,109 73.3％
国庫支出金 0 0.0％ 国民健康保険事業納付金 337,603 24.7％
県 支 出 金 1,040,198 74.2％ 保健事業費 13,590 1.0％
繰 入 金 105,422 7.5％ 総 務 費 11,983 0.9％
その他収入 572 0.1％ 共同事業拠出金 1 0.0％
基金繰入金 0 0.0％ 基金等積立金 3 0.0％
繰 越 金 43,398 3.1％ その他支出 2,289 0.1％
合　計 1,401,525 100％ 合　計 1,367,578 100％

基 金 保 有 額 156,418,698円　

国保加入世帯数� 1,663世帯
被保険者数� 2,596人　
１人あたり保険税� 81,639円　
１人あたり保険給付費� 386,020円　

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８−６９４−６８１０

⃝歳入の部　� （単位：千円）

項　　　目 金　額 割　合
保 険 料 117,816 68.4％
繰 入 金 51,457 29.9％
繰 越 金 2,198 1.3％
使用料及び手数料、その他 720 0.4％

合　　　計 172,191 100％

⃝歳出の部　� （単位：千円）

項　　　目 金　額 割　合
総 務 費 1,819 1.2％
後期高齢者医療広域連合納付金 149,233 98.7％
そ の 他 38 0.1％

合　　　計 151,090 100％

　歳入合計は、１億7,219万１千円、歳出合計は１億5,109万円となっています。
　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額2,110万１千円が、令和５年度へ繰越となりました。
　高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めたみんなが
納得して支え合う後期高齢者医療制度が平成20年４月より導入されました。
　医療にかかる費用のうち、窓口負担を除いた分を公費で５割、若い世代の保険料で４割、高
齢者の保険料で１割という負担割合で運営しています。
　この制度は、県内全ての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営主体（保険
者）となり、市町村と連携して事務を行っています。
　申請や届け出の受付は、役場健康推進課で行っております。

被保険者数� 2,044人　
一人当たり保険料� 57,617円　
総医療費� 2,022,616千円
一人当たり医療費� 989,538円　

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８−６９４−６８１０

後期高齢
特別会計

介護保険
特別会計

水道事業
決　　算

農業集落排水
事業会計

国民健康保険
特別会計

その他収入
0.1％

歳入の部

国民健康
保険税
15.1％

県支出金
74.2％

繰入金
7.5％

繰越金 3.1％
歳出の部

保険給付金
73.3％

国民健康保険
事業納付金
24.7％

保健事業費 1.0％
総務費 0.9％ その他支出

0.1％

後期高齢
特別会計

介護保険
特別会計

水道事業
決　　算

農業集落排水
事業会計

国民健康保険
特別会計

歳出の部歳入の部

後期高齢者医療
広域連合納付金
98.7％

総務費 1.2％その他
0.1％

保険料
68.4％

繰入金
29.9％

繰越金 1.3％
使用料及び手数料、
その他 0.4％
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⃝保険給付状況（65才以上被保険者数　4,089人、要介護・支援認定者数　837人）

在　宅 施　設 合　計
延 べ 利 用 人 数（人） 6,042 1,793 7,835
構 成 比（％） 77.1％ 22.9％ 100％
審査支払い手数料（円） 1,399,695 154,615 1,554,310
給 付 費 総 額（円） 725,875,452 536,028,977 1,261,904,429
構 成 比（％） 57.5％ 42.5％ 100％
１人当たりの給付額（円） 120,138 298,956 161,060

後期高齢
特別会計

介護保険
特別会計

水道事業
決　　算

農業集落排水
事業会計

国民健康保険
特別会計

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８−６９４−６８１０

　令和４年度の歳入合計は16億9,764万2千円、歳出合計は15億2,448万９千円となっています。
　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額１億7,315万３千円が、令和５年度へ繰越となりました。
　令和４年度の介護サービス給付費総額は皆様より納付いただいた介護保険料の約4.2倍になってい
ます。

⃝収益的収入及び支出（税込）
水 道 事 業 収 益 210,160
給 水 収 益 166,750
受 託 工 事 収 益 1,524
そ の他の営業収益 644
受取利息及び配当金 6
他 会 計 補 助 金 30,181
長 期 前 受 金 9,190
雑 収 益 23
特 別 利 益 1,842

（単位：千円）
水 道 事 業 費 用 184,949
原 水 及 び 浄 水 費 36,209
配 水 及 び 給 水 費 31,314
受 託 工 事 費 1,218
総 係 費 50,778
減 価 償 却 費 53,852
資 産 減 耗 費 0
支 払 利 息 7,938
雑 支 出 2,830
特 別 損 失 810

⃝資本的収入及び支出（税込）
（単位：千円）

資 本 的 収 入 2,856
企 業 債 0
工 事 分 担 金 2,856

資 本 的 支 出 73,736
建 設 改 良 費 28,723
企 業 債 償 還 金 45,013

尚、資本的支出額に不足する額7,088万円は内部留保資金で補てんしております。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　水道課　　☎０８８−６９４−６８１７

水道事業
収益

水道事業
費用

資本的
収入

資本的
支出

給水収益
79.3％受託工事収益

0.7％

長期前受金 4.4％
他会計補助金 14.4％

原水及び
浄水費
19.6％

配水及び
給水費
16.9％

受託工事費
0.7％

総係費
27.5％

工事分担金
100.0％

企業債
0.0％

建設改良費
    39.0％

企業債償還金
61.0％

減価償却費
29.1％

資産減耗費
0.0％

支払利息
4.3％

雑支出 1.5％
特別損失 0.4％特別利益 0.9％

その他の
営業収益
0.3％

雑収益 0.0％

受取利息
及び配当金
0.0％

後期高齢
特別会計

介護保険
特別会計

水道事業
決　　算

農業集落排水
事業会計

国民健康保険
特別会計

収入合計は� 2 億1,016万円　　
支出合計は� 1 億8,494万９千円

収入合計は� 285万６千円
支出合計は� 7,373万６千円

資　本　的
収支決算額

収　益　的
収支決算額

⃝歳入の部
項　　　目 金額（千円） 割　合

保 険 料 303,516 17.9％
支払基金交付金 352,220 20.7％
国 庫 支 出 金 361,653 21.3％
県 支 出 金 278,441 16.4％
繰 入 金 228,487 13.5％
繰越金その他 173,325 10.2％
合　　　計 1,697,642 100.0％

⃝歳出の部
項　　　目 金額（千円） 割　合

保 険 給 付 費 1,261,904 82.8％
地域支援事業費 47,165 3.1％
総 務 費 68,854 4.5％
そ の 他 146,566 9.6％
合　　　計 1,524,489 100.0％

保険給付費
82.8％

保険料
17.9％

支払基金
　交付金
20.7％

国庫支出金
21.3％

県支出金
16.4％

繰入金
13.5％

地域支援
事業費
3.1％

総務費 4.5％
その他 9.6％

繰越金その他
10.2％

歳入の部 歳出の部

年度末介護給付準備基金残 60,000,600円
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　令和４年度農業集落排水事業特別会計決算についてお知らせします。
　歳入合計57,352,736円、歳出合計55,209,299円となっており内訳は下記のとおりで歳入
歳出差引残額2,143,437円が、令和５年度へ繰越となります。農業集落排水

事業会計 ⃝歳入の部　� （単位：千円）
項　　　目 金　額
使�� 用�� 料 9,069
手�� 数�� 料 2
繰�� 入�� 金 24,414
補　 助　 金 9,295
繰�� 越�� 金 2,872
下水道事業債 11,700
合������計 57,352

⃝歳出の部　� （単位：千円）
項　　　目 金　額
一 般 管 理 費 104
施 設 管 理 費 31,995
元� � � � � � 金 20,145
利� � � � � � 子 2,966
合������計 55,210

● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８−６９４−６８１３

使用料
15.8％

補助金
16.2％ 繰入金

42.5％

施設
管理費
58.0％

元金
36.5％

利子
5.4％

一般管理費
0.2％

手数料
0.1％

　下水道　
　事業債
20.4％

繰越金
5.0％

歳入の部 歳出の部

上板町の職員給与などの現状を町民の皆さんにお知らせします。
職員の給与制度は国家公務員の給与制度に準じて、町の条例によっ
て定められています。
(なお、ここに記載している給与は、すべて税や各種保険料を引く
前の額です。）

❶人件費の状況（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口 歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（Ｂ/Ａ） 前年度の人件費率

令和4年度 令和5．1．1　現在
11,472人

千円
5,221,009

千円
1,101,612 21.1% 19.9%

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。　※事業費支弁人件費を含む。

❸職員の平均給料月額及び平均年齢の状況� （令和５年４月１日現在）

平均給料月額 平均年齢
一般行政職　　3,055　百円 42.1　歳月

❺一般行政職の級別職員数の状況� （令和５年４月１日現在）

１級 ２級 ３級 ４級
標 準 的 な
職 務 内 容

主事及び主事補
並びにこの相当職

主 事 及 び
こ の 相 当 職

主査及び係長並
びにこの相当職

課長補佐及び主査
並びにこの相当職

職　員　数 8人 21人 8人 11人
構　成　比 10.8% 28.4% 10.8% 14.9%

５級 ６級 ７級 合　計
主幹及び課長補佐
並びにこの相当職

課 長 及 び
こ の 相 当 職 理 事

14人 11人 1人 74人
18.9% 14.9% 1.4% 100.0%

❻職員手当の状況� （令和５年４月１日現在）

区 分 上板町 国

期末手当
勤勉手当
（※前年度実績）

（支給割合）　　期末手当　　勤勉手当
６月期�　　1.20月分�　　1.0月分
12月期�　　1.20月分�　　1.0月分
計　　　2.40月分�　　2.0月分

※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

（支給割合）　　期末手当　　勤勉手当
６月期�　　1.20月分�　　1.0月分
12月期�　　1.20月分�　　1.0月分
計　　　2.40月分�　　2.0月分

※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

退職手当

（支給率）　　自己都合　　応募認定・定年
勤続20年　19.6695月分　24.586875月分
勤続25年　28.0395月分　33.270750月分
勤続35年　39.7575月分　　　47.709月分
最高限度額　47.709月分　 　47.709月分
※定年前早期退職特例措置有

（支給率）　　自己都合　　応募認定・定年
勤続20年　19.6695月分　24.586875月分
勤続25年　28.0395月分　33.270750月分
勤続35年　39.7575月分　　　47.709月分
最高限度額　47.709月分　 　47.709月分
※定年前早期退職特例措置有

扶養手当
主なもの� 配偶者　月額　6,500円
� 子　　月額　10,000円
� 父母等　月額　6,500円

主なもの� 配偶者　月額　6,500円
� 子　　月額　10,000円
� 父母等　月額　6,500円

住居手当
持家　なし
借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額　28,000円

持家　なし
借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額　28,000円

通勤手当 通勤距離２㎞〜５㎞未満　月額2,000円
５㎞以上は距離に応じ支給

通勤距離２㎞〜５㎞未満　月額2,000円
５㎞以上は距離に応じ支給

調整手当
支給対象職員 保 育 士 及 び幼 稚 園 教 諭

時間外
勤務手当

支 給 総 額
（令和４年度） 11,744,765円

支 給 額 月額　3,000円 支給対象職員１
人あたり平均支
給額（令和４年度）

144,997円管理職
手　 当

管理または監督
の地位にある職
員に支給

月額
28,600円
〜49,500円

❽部門別職員数の状況� （各年４月１日現在）

区　　分 職　　　員　　　数　（人）
平30年 平31年 令２年 令３年 令４年 令５年

一
般
行
政

議　会 2 2 2 2 2 2
総　務 19 19 18 18 19 19
税　務 6 6 6 6 6 7
農　林 10 8 8 8 10 10
商　工 4 5 5 2 0 0
土　木 6 7 6 6 5 5
民　生 31 32 30 32 30 31
衛　生 11 12 12 12 12 14
小　計 89 91 87 86 84 88

特
別
行
政

教　育 21 21 20 20 19 19
小　計 21 21 20 20 19 19

公
営
企
業
等

水　道 5 5 5 4 4 5
その他 9 9 7 7 8 7
小　計 14 14 12 11 12 12
合　計 124 126 119（7） 117（6） 115（7） 119（5）

※①職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣
職員等を含み、会計年度任用職員を除いている。

　②（　）は再任用短時間勤務職員について外書。

❹職員の初任給の状況� （令和５年４月１日現在）
一般行政職

上板町 国
試験区分 初任給 試験区分 初任給

一般職　※大卒程度 185,200円 一般職　※大卒程度 185,200円
一般職　※高卒程度 154,600円 一般職　※高卒程度 154,600円

上板町職員上板町職員のの給与等給与等をを公表公表しますします

❼特別職の報酬等の状況� （令和５年４月１日現在）
区　分 給料及び報酬（月額） 期末手当（支給割合）
町　長 738,000円 ６月期　1.65月分
副町長 590,400円 12月期　1.65月分
教育長 546,200円 合　計　3.30月分

区　分 給料及び報酬（月額） 期末手当（支給割合）
議　長 299,000円 ６月期　1.65月分
副議長 249,200円 12月期　1.65月分
議　員 199,300円 合　計　3.30月分

❷職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分
普通会計
職 員 数
(Ａ)

給　与　費　額 １人当たり
の給与費
（B／A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 　�計（B）

令和4年度 111人 千円
374,600

千円
44,129

千円
141,691

千円
560,420

千円
4,959

※職員手当には、退職手当を含まない。　※事業費支弁人件費を含む。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　総務課　　☎０８８−６９４−６８０１

※①標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
　②一般行政職とは、「事務職」のことを指し、「技能労務職」や「教育職」等は含まない。
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

自転車乗車用ヘルメット購入費用を補助します！

詳しくは上板町
のホームページ
をご覧ください 

放課後児童クラブ利用料軽減事業の
お手続きが変更になりました

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

　学童保育利用料の軽減助成を受けるため
には、下記対象児童の保護者から利用料軽
減助成金交付台帳への登録申請が毎年必要
となります。登録者の中で交付対象となっ
た方に対し、３月利用料の確定後５月末ま
でに登録口座に助成金が振り込まれます。
　令和５年度の利用料助成を希望される場
合は、役場民生児童課へ必要書類を添えて
交付台帳登録申請書を提出してください。
今年度の申請期限は、下記の通りです。

①　対象児童　　上板町内の放課後児童クラブ利用者で、生活保護世帯の児童または
　　　　　　　非課税世帯でひとり親家庭の児童（基準は令和４年度町民税）
②　対 象 月　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料
③　軽減内容　　１．生活保護世帯の児童　……………………　利用料全額
　　　　　　　２．非課税世帯のひとり親家庭の児童　……　利用料の１／２
　　　　　　　（利用料には、おやつ代及び実費徴収分は含まれません。）
④　申請方法　　対象と思われる保護者は、申請書に記入し次の書類を添付して、
　　　　　　　直接役場民生児童課へ提出してください。
　　　　　　　１．利用料領収印のある集金袋
　　　　　　　２．申請者（保護者）の通帳の見開き部分の写し（金融機関名、口座番号、カナ氏名のわかる部分）
　　　　　　　３．ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している場合は証書番号のわかる部分の写し
　　　　　　　４．保護者の方（父、母）が令和４年１月１日現在、上板町に転入されていなかった場合は、

令和４年度課税証明書が必要になります。
⑤　申請期限　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料軽減のための台帳登録申請期限は、令和６年１月

31日（水）です。申請期限以降に対象となる場合は、民生児童課にお問い合わせください。

台 帳 登 録 申 請

交 付 対 象 者 決 定

各学童に利用状況確認

利用実績確定及び助成決定

助 成 金 支 給

令和６年２月中旬頃

令和６年３月下旬頃

令和６年５月中

年度実績確認後速やかに決定
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⬇

⬇

令和６年１月31日（水）
申請の流れ【令和５年度の利用料軽減を受ける場合】

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８－６９４－６８１０
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「フレイル予防川柳コンテスト」 結果発表！「フレイル予防川柳コンテスト」 結果発表！

（
敬
称
略
）

　「フレイル予防川柳コンテスト」に多くのご応募をいただき、ありがとうございました。
　この度、ご応募いただいた作品の中から最優秀賞１名、優秀賞３名、入賞５名、上板町賞１名、大塚製薬賞１名、
徳島文理大学賞１名の受賞作品が決定いたしました。
　本コンテストの実施を通じてフレイルについて考え、そしてフレイル予防に努めるひとつのきっかけになった
ことと思います。
　これからは、受賞された「フレイル予防川柳」を広め、フレイル予防の啓発に繋げていきます。

９月17日（日）上板町農村環境改善センター多目的ホールにおいて４年ぶりに敬老会が開催されました。
みな様がいつまでも長生きをされ、それぞれの分野で末永く活き活きとご活躍されることを願っています。

いつまでもお元気でいつまでもお元気でいつまでもお元気で 敬老会が開催されました敬老会が開催されました敬老会が開催されました

目 的 自転車利用者のヘルメット着用の促進、及び、自転車に係る交通事故による
被害の軽減を図るため、自転車乗車用ヘルメットの購入に対して補助します。

対 象 者 上板町内に住所を有し、町税の滞納が無く、過去に同一の補助金を受けてい
ない方。

対 象 期 間 令和５年８月４日から令和６年３月31日まで

対象となる
ヘルメット

自転車乗車用ヘルメットで次の安全認証を取得したもの
①　SGマーク　　②　JCFマーク③　　CEマーク　　
④　GSマーク　　⑤　CPSCマーク
令和５年８月４日以降に購入した新品のもの

補 助 金 額 補助対象ヘルメットの購入費の1/2以内　上限3,000円（100円未満切り捨て）

ご 注 意 補助金の交付は、対象者１人につき１個までです。受付は先着順で、補助金
予算額に達した場合は終了となります。
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１
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「フレイル予防川柳コンテスト」 結果発表！「フレイル予防川柳コンテスト」 結果発表！

（
敬
称
略
）

　「フレイル予防川柳コンテスト」に多くのご応募をいただき、ありがとうございました。
　この度、ご応募いただいた作品の中から最優秀賞１名、優秀賞３名、入賞５名、上板町賞１名、大塚製薬賞１名、
徳島文理大学賞１名の受賞作品が決定いたしました。
　本コンテストの実施を通じてフレイルについて考え、そしてフレイル予防に努めるひとつのきっかけになった
ことと思います。
　これからは、受賞された「フレイル予防川柳」を広め、フレイル予防の啓発に繋げていきます。

９月17日（日）上板町農村環境改善センター多目的ホールにおいて４年ぶりに敬老会が開催されました。
みな様がいつまでも長生きをされ、それぞれの分野で末永く活き活きとご活躍されることを願っています。

いつまでもお元気でいつまでもお元気でいつまでもお元気で 敬老会が開催されました敬老会が開催されました敬老会が開催されました
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①　初めて特定健康診査を受診すると、 町内企業３社いずれかの対象
商品を１つプレゼント！！　

　　※初めての健診とは直近２年間で特定健康診査の受診歴がない方
に限ります。

　　健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要
（ご希望の商品を選択出来ます）

　　申込期間：令和６年３月15日
②　令和５年度に特定健康診査を受診された方は、指定ゴミ袋（大）を
１袋（10枚入）プレゼント！！

　　※キャンペーン①の方は対象外です。
　　健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要
　　申込期間：令和６年３月15日
健診結果についてご相談がある方は、お気軽にお申し出ください。

健診受けて得しちゃお♪健診受けて得しちゃお♪

キャンペーン内容

対象商品

健診わくわくキャンペーン健診わくわくキャンペーン

　令和６年１月31日までに、国民健康保険の特
定健康診査、人間ドック、脳ドックを受診された
方で、以下のどちらかに当てはまる方。
●キャンペーン①　直近２年間受診歴がない方
●キャンペーン②　上記以外の方で令和５年度に

特定健康診査を受診された方

対象者

●キャンペーン①　申請後、約３ヶ月（商品の準
備が整い次第、各企業より発
送します。）

●キャンペーン②　申請時に、健康推進課窓口で
直接お渡しします。

発送について

❶ 光食品（株）　健診わくわくキャンペーン向け詰め合わせセット
　　　　　　　 有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　　　　　　 有機ミートソース 140ｇ×4袋
❷ 日本酪農協同（株）　 毎日牛乳200㎖×24個
❸ （一社）ジャパンブルー上板　 藍染巾着１つ

❷ ❸

上板町国民健康保険
加入者の方に朗報！！

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８－６９４－６８１０

❶

令和５年度特定健康診査を受診された方に対して、以下のキャンペーンを行います。

　あなたの今の身体の状態をチェックし、病気
の発症や重症化を予防すること、また早めの治
療につなげることも目的に実施しています。日
ごろの生活習慣が大きく関与している生活習慣
病は、自覚症状がないまま進行していきます。
　特定健診で自分自身の健康状態を知りましょ
う。コロナ禍ではありますが、ご自身の健康管
理のため、早めに受診をしましょう。対象者は、
40～ 74歳の上板町国民健康保険加入者、およ
び被用者保険の被扶養者です。

特 定 健 康 診 査を受けましょう！特 定 健 康 診 査を受けましょう！

● お問い合わせ ●
上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

特定健康診査とは？

　上板町国民健康保険における特定健診受診率は令和３年度33.6％で、
前年度と比較すると0.7％増加していますが、全国平均・徳島県平均を
下回っています。また令和４年度速報値では受診率が32.8％（県内23位）
と、下位に位置しています。

特定健康診査ってどれくらいの人が受けているの？

　生活習慣病（高血圧や糖尿病、脂質異常症
など）以外で通院中の方は、生活習慣病の早
期発見につながります。
　また、生活習慣病で通院中の方は、医師に
よる治療に加え、保健師、管理栄養士などが
あなたの食生活などの生活改善についてサ
ポートします。
※詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

★通院中の方も特定健診の
　対象者です!!

重要

●特定保健指導・栄養指導
　健康診査の結果に基づいて、上板町の保健師や管理栄養士から健康管
理に関する支援が受けられます。あなたに合った生活改善方法を一緒に
考えていきましょう。
●健康寿命の延伸
　自覚症状のない生活習慣病の予防・早期発見ができます。また、重症
化を防ぐことができます。
　医療機関に定期的に通院中の方でも受けることができます。1回分の
血液検査を特定健診の受診券を出して受けるようにしましょう。
●医療費や国保保険料の増加の抑制
　大切な健康を守るだけでなく、病気を早期に発見・重症化を予防する
ことで、医療費や保険料の増加を抑制することにもつながります。

特定健診を受けるメリットは？？

受診券を紛失された方は、再発行できますので、
右記までお問い合わせください。

令和５年度特定健康診査がスタートしています。年に1度は身体の定期健診をしましょう！
今年の受診券の有効期限は　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限内に受けるようにしましょう。令和６年１月31日（水）です！

上板町の特定健診受診率は　令和３年度　33.6％　（24市町村中22位）

保健師からのお知らせです
INFORMATION
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　　※キャンペーン①の方は対象外です。
　　健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要
　　申込期間：令和６年３月15日
健診結果についてご相談がある方は、お気軽にお申し出ください。

健診受けて得しちゃお♪健診受けて得しちゃお♪

キャンペーン内容

対象商品

健診わくわくキャンペーン健診わくわくキャンペーン

　令和６年１月31日までに、国民健康保険の特
定健康診査、人間ドック、脳ドックを受診された
方で、以下のどちらかに当てはまる方。
●キャンペーン①　直近２年間受診歴がない方
●キャンペーン②　上記以外の方で令和５年度に

特定健康診査を受診された方

対象者

●キャンペーン①　申請後、約３ヶ月（商品の準
備が整い次第、各企業より発
送します。）

●キャンペーン②　申請時に、健康推進課窓口で
直接お渡しします。

発送について

❶ 光食品（株）　健診わくわくキャンペーン向け詰め合わせセット
　　　　　　　 有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　　　　　　 有機ミートソース 140ｇ×4袋
❷ 日本酪農協同（株）　 毎日牛乳200㎖×24個
❸ （一社）ジャパンブルー上板　 藍染巾着１つ

❷ ❸

上板町国民健康保険
加入者の方に朗報！！

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８－６９４－６８１０

❶

令和５年度特定健康診査を受診された方に対して、以下のキャンペーンを行います。

　あなたの今の身体の状態をチェックし、病気
の発症や重症化を予防すること、また早めの治
療につなげることも目的に実施しています。日
ごろの生活習慣が大きく関与している生活習慣
病は、自覚症状がないまま進行していきます。
　特定健診で自分自身の健康状態を知りましょ
う。コロナ禍ではありますが、ご自身の健康管
理のため、早めに受診をしましょう。対象者は、
40～ 74歳の上板町国民健康保険加入者、およ
び被用者保険の被扶養者です。

特 定 健 康 診 査を受けましょう！特 定 健 康 診 査を受けましょう！

● お問い合わせ ●
上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

特定健康診査とは？

　上板町国民健康保険における特定健診受診率は令和３年度33.6％で、
前年度と比較すると0.7％増加していますが、全国平均・徳島県平均を
下回っています。また令和４年度速報値では受診率が32.8％（県内23位）
と、下位に位置しています。

特定健康診査ってどれくらいの人が受けているの？

　生活習慣病（高血圧や糖尿病、脂質異常症
など）以外で通院中の方は、生活習慣病の早
期発見につながります。
　また、生活習慣病で通院中の方は、医師に
よる治療に加え、保健師、管理栄養士などが
あなたの食生活などの生活改善についてサ
ポートします。
※詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

★通院中の方も特定健診の
　対象者です!!

重要

●特定保健指導・栄養指導
　健康診査の結果に基づいて、上板町の保健師や管理栄養士から健康管
理に関する支援が受けられます。あなたに合った生活改善方法を一緒に
考えていきましょう。
●健康寿命の延伸
　自覚症状のない生活習慣病の予防・早期発見ができます。また、重症
化を防ぐことができます。
　医療機関に定期的に通院中の方でも受けることができます。1回分の
血液検査を特定健診の受診券を出して受けるようにしましょう。
●医療費や国保保険料の増加の抑制
　大切な健康を守るだけでなく、病気を早期に発見・重症化を予防する
ことで、医療費や保険料の増加を抑制することにもつながります。

特定健診を受けるメリットは？？

受診券を紛失された方は、再発行できますので、
右記までお問い合わせください。

令和５年度特定健康診査がスタートしています。年に1度は身体の定期健診をしましょう！
今年の受診券の有効期限は　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限内に受けるようにしましょう。令和６年１月31日（水）です！

上板町の特定健診受診率は　令和３年度　33.6％　（24市町村中22位）

保健師からのお知らせです
INFORMATION

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

項目 対象者 検診内容 自己負担金 定員

胃 が ん 検 診

40歳以上

バリウム検査 1,000円 36名

大 腸 が ん 検 診 便潜血検査2日法 500円

肺 が ん 検 診 胸部Ｘ線撮影 無料

特定健康診査※ 40歳以上
（※受診券が必要） 身体測定、血液検査、尿検査、医師の診察 1,000円

乳 が ん 検 診 40歳以上の女性
（２年に１回） マンモグラフィー撮影 1,500円 30名

骨 粗 鬆 症 検 診 40歳以上の女性 前腕部（手首）のX線検査により骨密度を
計測します。 500円 36名

※昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性の方は、特定健診と同時に風しん抗体検査を受けることがで
きます。（クーポン券が必要です。）

実施日 受付時間
（時間予約制）

検診項目
申込み期間

胃 大腸 肺 特定 乳 骨
10月20日（金） 　8：30～11：00 ● ● ● ● 10/13まで

10月27日（金） 　9：00～10：00 ● 10/20まで

11月30日（木） 13：30～15：30 ● ● 10/10～
受付開始12月　7　日（木） 　8：30～11：00 ● ● ● ● ●

《受付場所》上板町保健相談センター　１階（＊受付場所は変更になる場合があります。）
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお申し込み下さい。
　　　　　　＊申し込まれた方には問診票、大腸容器等を送付します。

《検診日程》

　日本乳癌検診学会より、乳がん検診については、新型コロナワクチン接種前に受診するか、ワクチン接種後
少なくとも４～６週間後の間隔をおいてから受診することが推奨されています。（新型コロナワクチン接種後
の反応性リンパ節腫大への偽陽性を予防するため。）

　今回の検診を受けていただける方は、
　右の表の通りです。

　
　なお、今回の検診を受けることができない場合は、医療機関で実施する個別検診で受診していただくことが
できますので、保健相談センターまでお問い合わせください。

乳がん検診を希望される方へ　～ご注意ください～

検診日 コロナワクチン接種日
① 11/30（木） 10/19（木）　以前にお済みの方
② 12/　7　（木） 10/26（木）　以前にお済みの方

1 各種集団健（検）診について
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● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

１）高齢者のインフルエンザ予防接種について
　高齢者個人の発病および重症化を防ぐために、季節性インフルエンザの予防接種を下記のとおり行います。接種を
希望する方は、⑥の町内接種医療機関へ直接申し込んで下さい。
　①　対象者
　１．上板町に在住している65歳以上の者。（昭和33年10月・11月・12月及び昭和34年１月生まれの方は、満65

歳に到達した日から接種対象になります。）
　２．60歳から65歳未満の者であって、心臓、じん臓、若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。
　３．１または２に該当し、自分で接種の意思確認ができて予診票に自分で署名できる者。（自署できない方は、代

筆者が署名し、代筆者の氏名、住所、電話番号、被接種者との続柄を記載すること。）
　②　実施期間
　　令和５年10月１日から令和６年１月15日（医院の診療時間）
　　※⑥町内接種医療機関では、10月２日（月）より予約の受付を開始します。
　　　予約及び接種については、接種を希望する医療機関へお問い合わせください。
　③　接種回数　　１回
　④　持ってくるもの
　　健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（住所と年齢確認のため）
　　予診票　　　※町内接種医療機関には設置しております。
　　接種済証
　
⑤　費用　　自己負担額は、８００円です。
　⑥　町内接種医療機関（あいうえお順）

⑥の町内接種医療機関以外で接種を希望される方には、予診票等を窓口へ取りにお越しい
ただくか、郵送にてお渡しいたしますので、上板町役場 健康推進課（保健相談センター）
☎０８８－６９４－３３４４までお問い合わせください。

２）高齢者の肺炎球菌定期予防接種はお済みですか？
　令和５年度助成の対象となる方には、４月に個別通知を送付しています。
　通知を紛失した方は、健康推進課（保健相談センター）までお問い合わせください。
　①　自己負担額　４，０００円（接種費用から公費負担を除いた金額です。）
　　※ただし、生活保護世帯の方は町が発行する「高齢者の肺炎球菌予防接種費用免除券」を発行しますので、下記

お問い合わせ先までお申し出ください。
　②　接種可能期間　　令和６年３月31日まで

※　町からの費用助成の対象となるのは、この期間中の1人1回のみです。
　　この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）となりますので、

ご注意ください。

井関クリニック　井関俊彦医師　☎０８８−６３７−６０６６ ※町内接種医療機関には予診票等を設置
しておりますので、直接町内接種医療
機関へお申し込みください。

友成医院　　　　友成信二医師　☎０８８−６９４−５５１５
野田医院　　　　野田泰弘医師　☎０８８−６９４−２００９

2 高齢者の予防接種について
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　秋の味覚である、さつまいもやかぼちゃ、くり、ごぼう、れんこん、きのこ類などは、
食物繊維を多く含む食材です。野菜をはじめとした植物性の食品に多く含まれているため、
小鉢などの副菜から積極的に摂取することが大切です。
　また 食物繊維には “不溶性” と “水溶性” の２種類があり、それぞれ性質や体内での働
きが異なります。表のように、食物繊維には素晴らしい効果がたくさんありますが、摂取
する量があまりに多いと他の栄養素の吸収を悪くしたり、下痢を起こしやすくしたりする
こともあるので、毎日継続的に、適正量を摂取するように心がけましょう。

・便を柔らかくして排泄を促す。
・糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上
昇を抑える。

・コレステロールの吸収を抑え、体外に排泄を促す。
・腸内で「善玉菌」のエサとなり、善玉菌を増
やす効果が期待できる。

・便のカサが増えることにより腸が刺激され、
ぜん動運動が盛んになる。

・体内の有害物質を吸収して、便と一緒に排泄
する。

・よく噛む必要があることから満腹感が得られ
やすく、食べ過ぎの予防になる。

水溶性食物繊維（水に溶ける性質） 不溶性食物繊維（水に溶けにくい性質）
➡ 野菜類、海藻類、こんにゃく、果物などに
　 多く含まれる。

➡ いも類、野菜類、豆類、きのこ類などに
　 多く含まれる。

食物繊維の多い食事を心がけましょう

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

　毎年発生するインフルエンザ（季節性インフルエンザ）
は通常初冬から春先にかけて流行します。この時期は高校
受験シーズンであることから、高校受験対策の一環として
任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種を希望する
中学３年生の保護者に対し予防接種費用の一部を助成する
ことにより、インフルエンザの発病及び重症化やまん延を
防止し、保護者の負担軽減と健康の保持増進を図ることを
目的に実施します。
　
●接種期間　　令和５年11月１日～令和６年１月15日
●助成回数　　１回
●助 成 額　　２，０００円（ただし、予防接種費用が上限額に満たない場合は予防接種費用の額を
　　　　　　　　　　　　　　助成額とする。）
●接種方法　　個別接種とし町内医療機関（委託医療機関）で実施
　

＊詳しい内容は対象者に個別通知にてお知らせします。

目的

内容

3 中学３年生応援インフルエンザ予防接種費用助成事業
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担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698−1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692−5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672−1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和５年 10・11月分
〈10/1～11/10 まで〉

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

10
月

1 ㈰ 山 根 眼 科 692−8171
2 ㈪ あ い ず み 皮 ふ 科 692−9211
3 ㈫ 奥 村 医 院 692−2403
4 ㈬ 山 田 眼 科 藍 住 692−8118
5 ㈭ 矢 野 医 院 692−4411
6 ㈮ 山 根 眼 科 692−8171
7 ㈯ 稲 次 病 院 692−5757
8 ㈰ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
9 ㈪ 富 本 小 児 科 内 科 692−7228

10 ㈫ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
11 ㈬ 富 本 小 児 科 内 科 692−7228
12 ㈭ 中 山 産 婦 人 科・ 小 児 科 692−0333
13 ㈮ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
14 ㈯ 浜 病 院 692−2317
15 ㈰ 中 山 産 婦 人 科・ 小 児 科 692−0333
16 ㈪ き は ら 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 693−0087
17 ㈫ こやま小児科内科クリニック 637−3211
18 ㈬ 大 久 保 内 科 692−1220
19 ㈭ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
20 ㈮ 安 芸 内 科 692−6111
21 ㈯ 清 水 内 科 692−8900

10
月

22 ㈰ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
23 ㈪ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
24 ㈫ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
25 ㈬ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103
26 ㈭ 野　 田　（ 泰 ）　 医　 院 694−2009
27 ㈮ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
28 ㈯ あ い ず み 皮 ふ 科 692−9211
29 ㈰ き は ら 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 693−0087
30 ㈪ あ い ず み 松 本 眼 科 677−5568
31 ㈫ 井 上 病 院 672−1185

11
月

1 ㈬ 三 愛 内 科 672−0176
2 ㈭ 奥 村 医 院 692−2403
3 ㈮ こやま小児科内科クリニック 637−3211
4 ㈯ 山 田 眼 科 藍 住 692−8118
5 ㈰ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103
6 ㈪ 福 島 内 科 672−4970
7 ㈫ 新 野 医 院 672−0571
8 ㈬ 近 藤 内 科 医 院 672−5630
9 ㈭ ファミリークリニックしんの 672−5148

10 ㈮ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618

Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当

10/3 13：30～
15：00

保健相談
センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・管理栄養
士・理学療法士

11/7 13：30～
15：00

保健相談
センター 個別健康相談 保健師・管理栄養

士

Ⅱ　がん検診（40歳以上の方）
月日 受付時間 場　所 内　容 料　金

10/20

8：30～
11：00

（※個別通知
　　にて案内
　　します。）

保健相談
センター

胃がん検診、
肺がん検診、
喀痰検査、
大腸がん検診、
特定健康診査

胃がん 1,000 円
肺がん 0 円
喀痰検査 500 円
大腸がん 500 円
特定健康診査
 1,000 円

○がん検診・特定健康診査は事前に申し込みが必要です。電話
での申し込みもできます。

○申込先・問い合わせ先　健康推進課（保健相談センター）
　☎０８８−６９４−３３４４

Ⅲ　乳幼児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/4
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和４年11月12月、
令和５年５月６月生

１．乳児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/25
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

股関節脱臼検診・
ブックスタート

令和５年５月６日～
令和５年８月25日生

２．股関節脱臼検診・ブックスタート

10月　保健行事予定表
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令和５年度　会員募集中！日曜・祝日休み
みんな楽しく、

いい汗かいて　健康な体づくり

後期半額キャンペーン（10月～）上板ふれあいクラブ上板ふれあいクラブ
教　室　名 開設日時 会　　場 指導者等 備　考

①キッズサッカー 第２・４月曜日
19：00～20：00 東光小学校体育館 多富義和

町スポーツ推進委員
４歳～
小学３年

②からだスッキリエアロ 毎週火曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

③太極拳 毎週水曜日
13：30～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

④エンジョイエアロ 毎週木曜日
19：30～20：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

⑤健康吹き矢 第２・４木曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内） 井坂道子・岡本佐和子

⑥健康ストレッチ 第２・４木曜日
15：00～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

板東宏一
ばんどう接骨院院長

⑦キッズスポーツ教室 第２・４土曜日
14：00～15：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

八尾景子
子ども身体運動発達指導士

幼稚園～
小学２年

⑧ニュースポーツ
　（カローリング）

第１・３土曜日
13：00～14：30

農村環境改善センター
多目的ホール

上板町
スポーツ推進委員

⑨バウンドテニス 第１・３土曜日
15：00～17：00

農村環境改善センター
多目的ホール

西條勝行
県バウンドテニス協会

⑩ダンススポーツ 毎週土曜日
15：00～17：00

中央公民館大会議室
（役場２F）

濱　清枝
徳島県ダンススポーツ連盟公認指導員

卓球を楽しもう
筋力トレーニング

月～金13：00～20：00
土　　13：00～18：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

お友達や家族で卓球を楽しみま
せんか（貸ラケット有）

筋トレ
高校生以上使用可

【会費・スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば，教室に参加できます。（年会費半額）

区　分 年会費 家族2人目から 団体（10人以上） 団体（20人以上） スポーツ安全保険

大人（高校生以上） 　3,000円 2,500円 2,500円 2,000円 1,850円

高齢者（65歳以上） 　2,500円 2,000円 2,000円 1,500円 1,200円

中学生以下 　2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 　800円

ファミリー 　8,000円 同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）

フリーパス 20,000円 スポーツ安全保険料・すべての教室参加料込

※会費・スポーツ安全保険は令和６年３月31日まで有効
※筋トレ・卓球　使用料（会員１ヶ月500円、会員外１回町内300円、町外500円）
※上板町外の方は、年会費＋500円
※⑤、⑧、⑨の教室は維持費として（年間500円）

【お申し込み・お問い合わせ】
上板ふれあいクラブ事務局　　☎０８８−６７９−７７８８
開設時間　月〜金13：00〜20：00　土13：00〜18：00

●入会申込書は、上板町ふれあい
　センターにあります。
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「
ぼ
く
ら
の
大
切
な

じ
い
ち
ゃ
ん
、ば
あ
ち
ゃ
ん
」

松
島
小
学
校
　
六
年
　
板
東
　
宗
亮

　
ぼ
く
の
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
が
三
さ
い

の
時
、
脳
こ
う
そ
く
と
い
う
病
気
に
な
っ

た
。病
気
の
後
い
症
で
左
半
身
が
不
自
由
だ
。

ぼ
く
は
小
さ
か
っ
た
の
で
、
元
気
な
こ
ろ
の

じ
い
ち
ゃ
ん
を
あ
ま
り
よ
く
覚
え
て
い
な

い
。

　
ぼ
く
が
覚
え
て
い
る
の
は
、
病
院
で
リ
ハ

ビ
リ
を
が
ん
張
っ
て
い
る
じ
い
ち
ゃ
ん
の
姿

だ
。
そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
週
二
回
の

リ
ハ
ビ
リ
を
今
も
変
わ
ら
ず
に
が
ん
張
っ
て

い
る
。

　
じ
い
ち
ゃ
ん
は
い
つ
も
、

「
何
で
も
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
も
、

そ
れ
が
大
切
な
と
き
も
あ
る
。
何
で
も
や
っ

て
み
な
分
か
ら
ん
。
失
敗
し
て
も
い
い
ん

じ
ゃ
。」

と
教
え
て
く
れ
る
。

　
ぼ
く
の
習
字
の
作
品
が
入
賞
し
た
と
き
に

は
、

「
い
つ
も
、
よ
う
が
ん
張
っ
と
っ
た
も
ん

な
ぁ
。」

と
笑
顔
で
ほ
め
て
く
れ
た
。
で
も
、
ぼ
く
が

悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
間

違
っ
て
い
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
し
か
っ
て
く

れ
る
。
そ
ん
な
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
ぼ
く
は
大

好
き
だ
。

　
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
自
分
の
こ
と
よ
り
い
つ

も
ぼ
く
た
ち
家
族
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
く

れ
る
優
し
い
人
だ
。
習
い
事
の
送
り
迎
え
を

し
て
く
れ
た
り
、
ぼ
く
の
大
好
き
な
お
い
し

い
焼
き
お
に
ぎ
り
を
作
っ
て
く
れ
た
り
す

る
。
ぼ
く
が
ケ
ガ
を
し
て
帰
っ
て
く
る
と
、

「
ち
ゃ
ん
と
よ
う
洗
わ
な
あ
か
ん
。
見
せ
て

み
な
。」
と
言
っ
て
、
ケ
ガ
の
処
置
を
し
て

く
れ
る
。
昔
、
保
健
室
の
先
生
だ
っ
た
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
た
ち
を
い
つ
も
心
配
し
て

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
ぼ
く
は
や
さ
し
い

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
だ
。

　
ぼ
く
は
、
じ
い
ち
ゃ
ん
や
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

大
切
に
育
て
て
も
ら
っ
た
と
思
う
。
今
、
ぼ

く
は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
身
長
を
こ
え
る
ほ
ど

大
き
く
な
っ
た
。
じ
い
ち
ゃ
ん
が
転
ん
だ
と

き
に
は
、
お
母
さ
ん
や
お
兄
ち
ゃ
ん
と
一
緒

に
力
に
な
れ
る
事
を
知
っ
た
。
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
荷
物
は
、
ぼ
く
が
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
ま
で
大
切
に
育
て
て
く
れ
た
じ
い
ち
ゃ

ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
、
二
人
が

困
っ
た
時
、
手
助
け
が
必
要
な
時
に
は
、
ぼ

く
が
力
に
な
り
た
い
と
思
う
。
姉
ち
ゃ
ん
、

兄
ち
ゃ
ん
、
弟
、
兄
弟
四
人
、
こ
の
思
い
は

同
じ
だ
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
元
気
で
長
生
き
し
て
ね
。

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
も
っ
と
た
く
さ
ん
話

を
し
よ
う
ね
。
家
族
み
ん
な
で
出
か
け
よ
う

ね
。

　

ぼ
く
ら
の
大
切
な
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ

ち
ゃ
ん
、
い
つ
も
本
当
に
あ
り
が
と
う
。

「
自
慢
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

高
志
小
学
校
　
六
年
　
礎
　
　
綺
楽

　
私
の
祖
父
母
は
、
と
て
も
親
切
で
し
っ
か

り
者
で
す
。
ま
た
、
も
の
知
り
で
宿
題
も
教

え
て
く
れ
ま
す
。

　
祖
父
は
、
手
先
が
器
用
で
な
ん
で
も
直
し

て
く
れ
ま
す
。先
日
、台
風
で
庭
に
あ
る
カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー
が
壊
れ
た
と
き
も
、
す
ぐ
直
し
て

く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
し
た
り
、
地
域
の
民
生
委
員
を
し
た
り
な

ど
大
忙
し
で
す
。

　
祖
母
は
、
料
理
が
上
手
で
字
が
と
て
も
綺

麗
で
す
。
毎
週
、
習
字
に
通
っ
て
い
て
、
家

で
も
習
字
を
し
て
い
ま
す
。
私
に
も
漢
字
を

教
え
て
く
れ
る
の
で
、
私
も
少
し
漢
字
が
得

意
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
料
理
で
は
、
お

肉
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
入
っ
た
カ
レ
ー
が
祖
母
の
得

意
料
理
で
す
。

　
私
が
一
番
心
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今

か
ら
四
年
前
の
出
来
事
で
す
。
そ
れ
は
、
学

校
か
ら
帰
っ
て
き
た
あ
る
日
の
夕
方
、
遊
び

場
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
な
く
、
そ
の
事

に
す
ね
た
私
が
家
の
庭
に
隠
れ
て
い
ま
し

た
。
母
が
私
が
い
な
い
と
探
し
、
祖
父
母
も

探
し
だ
し
、
そ
こ
に
帰
っ
て
き
た
父
も
加
わ

り
大
騒
動
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い

た
私
は
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
申
し
出

づ
ら
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
さ
す
が
に

マ
ズ
イ
と
思
っ
た
私
は
、
近
く
を
探
し
て
い

た
祖
母
の
と
こ
ろ
へ
走
っ
て
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
一
件
落
着
と
な
り
ま
し
た
。
絶
対
に

怒
ら
れ
る
と
び
く
び
く
し
な
が
ら
出
て
い
き

ま
し
た
が
祖
母
は
本
当
に
心
配
し
て
く
れ
た

と
い
う
こ
と
を
私
に
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

私
を
本
当
に
大
事
に
し
て
く
れ
て
る
ん
だ
と

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
心
配
し
て
私
の
こ
と

を
一
生
懸
命
探
し
て
く
れ
た
こ
と
が
と
て
も

嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　
次
に
、
祖
父
母
の
好
き
な
と
こ
ろ
を
紹
介

し
ま
す
。
そ
れ
は
誰
に
対
し
て
も
親
切
な
と

こ
ろ
で
す
。
先
日
、
祖
父
と
散
歩
を
し
て
い

る
と
き
に
、
近
所
に
住
む
九
十
才
の
お
ば
あ

さ
ん
が
、
は
し
ご
に
の
ぼ
っ
て
庭
の
木
を

切
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
を
見
た

祖
父
が
こ
け
た
ら
大
変
だ
と
手
伝
っ
た
の
で

す
。庭
木
は
す
っ
き
り
綺
麗
に
な
り
ま
し
た
。

普
通
は
少
し
た
め
ら
う
よ
う
な
こ
と
や
、
勇

気
が
い
る
よ
う
な
こ
と
を
で
き
る
の
が
祖
父

母
の
尊
敬
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
。
い
つ

も
、
私
の
た
め
に
気
を
遣
っ
て
く
れ
て
あ
り

が
と
う
。
帰
っ
て
き
た
時
に
お
や
つ
を
出
し

て
く
れ
た
り
、
宿
題
を
教
え
て
く
れ
た
り
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
私
達
の
こ
と
を
い

つ
も
一
番
に
考
え
て
く
れ
る
自
慢
の
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。
私
も
お
じ

い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
困
っ
て
い
る

と
き
は
、お
手
伝
い
を
し
て
助
け
た
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
長
生
き
し
て
ね
。

小
学
生

小
学
生

小
学
生
敬
老
の
日
作
文

敬
老
の
日
作
文

敬
老
の
日
作
文
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「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

い
つ
も
あ
り
が
と
う
」

東
光
小
学
校
　
六
年
　
鎌
谷
　
光
佑

　
ぼ
く
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
喫
茶
店
を
し
て

い
ま
す
。

　
夏
休
み
は
時
々
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
喫
茶

店
に
行
き
ま
す
。
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
。
入
り
口

の
ド
ア
を
開
け
る
と
、
コ
ー
ヒ
ー
と
た
ば
こ

と
、ト
ー
ス
ト
の
焼
け
る
に
お
い
が
し
ま
す
。

お
店
に
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
仲
の
良
い
、

優
し
い
お
客
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
来
て
い
て
、

に
ぎ
や
か
に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
ま
す
。

ぼ
く
も
お
し
ゃ
べ
り
に
混
ぜ
て
も
ら
う
と
、

と
て
も
楽
し
く
落
ち
着
き
ま
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
お
客
さ
ん
が
く
る
と

ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
た

り
、ト
ー
ス
ト
を
焼
い
た
り
、ゆ
で
卵
を
作
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ニ
コ

ニ
コ
し
て
い
る
と
、
ぼ
く
も
う
れ
し
く
な
り

ま
す
。
ぼ
く
に
も
ト
ー
ス
ト
を
焼
い
て
く
れ

ま
す
が
、
な
ぜ
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
店
で

食
べ
る
ト
ー
ス
ト
は
、
ど
こ
で
食
べ
る
ト
ー

ス
ト
よ
り
も
お
い
し
く
感
じ
ま
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
店
は
、
今
は
朝
の
八

時
半
か
ら
十
一
時
ご
ろ
ま
で
の
モ
ー
ニ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
す
が
、
昔
は
夜
の
八
時
半

ま
で
営
業
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
マ
ン
ガ
の

本
が
一
万
冊
く
ら
い
あ
る
の
で
、
営
業
マ
ン

の
人
が
休
け
い
に
来
た
り
、
八
十
八
ヶ
所
参

り
の
団
体
の
お
客
さ
ん
や
、
ゴ
ル
フ
場
へ
行

く
お
客
さ
ん
な
ど
で
満
席
に
な
っ
た
り
し

て
、
と
て
も
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

メ
ニ
ュ
ー
も
今
は
、
ト
ー
ス
ト
と
飲
み
物
だ

け
で
す
が
、ハ
ン
バ
ー
グ
や
ト
ン
カ
ツ
、し
ょ

う
が
焼
き
な
ど
の
定
食
や
、
ク
リ
ー
ム
ソ
ー

ダ
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
パ
フ
ェ
、
サ
ン
ド

ウ
ィ
ッ
チ
や
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
な
ど
も
あ
り
、

中
で
も
焼
き
そ
ば
定
食
が
大
人
気
で
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
毎
日
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
り
な

が
ら
重
た
い
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ふ
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
左
手
の
親
指
が
今

で
も
痛
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
心
配
で
、

「
い
つ
治
る
ん
。」

と
聞
く
と
、

「
昔
か
ら
使
い
す
ぎ
て
痛
め
て
し
ま
っ
た
か

ら
も
う
治
ら
ん
わ
。
昔
み
た
い
に
い
か
ん

わ
。」

と
さ
び
し
そ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
家
族

の
た
め
に
一
生
け
ん
め
い
働
い
て
き
た
ん
だ

な
と
思
う
と
、
指
が
治
っ
て
ほ
し
い
と
心
か

ら
思
い
ま
し
た
。

　
ぼ
く
は
三
年
生
の
時
か
ら
野
球
を
し
て
い

ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
よ
く
野
球
の
送
迎

を
し
て
く
れ
ま
す
。
野
球
に
行
く
前
に
果
物

を
買
っ
て
き
て
く
れ
た
り
、
お
に
ぎ
り
を

作
っ
て
く
れ
た
り
も
し
ま
す
。

「
光
佑
、
大
き
く
な
り
な
よ
。」

と
言
っ
て
渡
し
て
く
れ
る
お
に
ぎ
り
は
本
当

に
お
い
し
く
て
、
ぼ
く
は
大
好
き
で
す
。

　
あ
る
試
合
の
後
、
監
督
か
ら
、

「
み
ん
な
当
た
り
前
に
野
球
が
で
き
る
と
思

う
な
よ
。
家
の
人
の
お
か
げ
で
で
き
て
い
る

こ
と
を
絶
対
に
忘
れ
る
な
。」

と
い
う
お
話
が
あ
り
、
ぼ
く
の
心
に
ひ
び
き

ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
も
思
い
出

し
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。
い
つ
も
家
族
の
心
配
を
し
て
く
れ
る

と
て
も
優
し
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
ぼ
く
の
応

援
を
し
、
ぼ
く
を
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い

る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
。

光
佑
の
大
好
き
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
長
生
き

し
て
ね
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
」

神
宅
小
学
校
　
六
年
　
勝
瀬
　
礼
菜

　
私
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
毎
日
、

集
団
登
校
を
後
ろ
か
ら
見
守
り
、
い
っ
し
ょ

に
登
校
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
、
見
守
り
隊
と
し
て
、
み
ん
な
を
安
全

に
登
下
校
で
き
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
両
親
が
仕
事
で
遅
く

な
る
と
き
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
晩
ご
飯
を

作
っ
て
く
れ
た
り
、
自
分
た
ち
兄
弟
の
世
話

を
し
て
く
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
料
理
の
作
り

方
や
味
付
け
な
ど
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
作
っ
た

「
ピ
ー
マ
ン
の
肉
づ
め
」
は
、
と
て
も
お
い

し
か
っ
た
で
す
。
ソ
ー
ス
に
み
り
ん
な
ど
の

調
味
料
が
入
っ
て
い
て
、
一
人
で
は
絶
対
作

れ
な
い
、
絶
品
の
味
で
し
た
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
教

え
て
も
ら
っ
た
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、「
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
」
と
「
礼

儀
正
し
く
す
る
こ
と
」
で
す
。
周
り
の
人
に

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
感
謝
す
る

気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
接
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
私
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で

い
ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

は
、
長
年
の
人
生
経
験
や
知
識
を
も
ち
合
わ

せ
、
私
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
大
切
な
存
在

で
す
。私
は
、お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
、
お
年
寄
り
の
方
に
尊
敬
の
気
持
ち
を
も

ち
、
接
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
現
在
、
快
適
な
生
活
を
送
れ
て

い
る
の
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
の
お
か
げ
で
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
、
お
年
寄
り
の
方
々
が

築
い
て
き
た
社
会
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
の

生
活
が
築
け
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
、自
分
が
大
人
に
な
っ
て
い
く
中
で
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
築

き
あ
げ
て
き
た
社
会
を
守
り
、
さ
ら
に
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
時
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
大
切
さ
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。い
そ
が
し
い
毎
日
の
中
で
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
の
十
分

な
時
間
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
た
り
ま
え
に
過
ご
す

時
間
を
、
も
っ
と
も
っ
と
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
休
み
の
日
に
は
ふ
だ
ん
し
て

も
ら
っ
て
い
る
家
事
を
少
し
で
も
手
伝
っ

て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
楽
に
し
て
あ
げ
た
い

で
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

は
、
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
長
生
き
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

● 

お
問
い
合
わ
せ 
●　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０
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● お問い合わせ ●
徳島県農業共済組合（本所）　☎０８８－６２２－７７３１

農業経営収入保険
～「もしも」にそなえるあなたへのエール～
　農業経営収入保険は農業者ごとの収入減少を総合的
に補填するセーフティネットとして自然災害や価格低
下だけでなく農業者の経営努力では避けられない収入
減少が補償の対象です。令和６年補償新規加入は個人
経営の方が12月末、法人
の方は決算月が加入申込
締切になっております。
　その他、農業用ハウスや農機具の共済もあります。
詳しくは徳島県農業共済組合へお問い合わせください。

徳島

令和５年10月５日（木曜日）
時　　間 場　　所 時　　間 場　　所

　9：15〜　9：30 泉 谷 多 目 的 集 会 所 13：10〜 13：30 椎 本 多 目 的 集 会 所

　9：40〜 10：00 松 島 神 社 前 13：40〜 14：00 馬 道 会 館

10：10〜 10：25 門 田 集 会 所 14：10〜 14：25 文 化 セ ン タ ー

10：35〜 10：55 鳥 屋 集 会 所 14：35〜 14：50 大 山 町 集 会 所

11：05〜 11：20 天 目 一 神 社 前 15：00〜 15：15 小柿ごみステーション前

11：30〜 11：45 旧ＪＡ高志支所東部集荷場 15：25〜 15：50 上 板 町 役 場 駐 車 場

野犬・放し飼い等の苦情のお問い合わせは、下記のとおりです。
徳島県動物愛護管理センター（神山町阿野字長谷333）　☎０８８−６３６−６１２２

狂犬病予防注射の実施について（お知らせ）
　飼い犬は法律により、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病
予防注射を受け、つないで飼うことが義務づけられています。
　本年度も５月に集合注射を実施しましたが、まだ注射を済
ませてない犬は下記の日程表のとおり実施しますので受けさ
せてください。
　また、新しく犬を飼い始めた方は、前もって登録していた
だき円滑に注射ができますようご協力ください。この日程で
都合の悪い方は、動物病院で受けてください。

※ 令和２年度より注射料金が3,300円に変更となっております。
※ 当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止に、ご協力をお願いします。

●登録は、獣医師会に加入の動物病院でもできます。
●登録犬が死亡したときは、必ず役場環境保全課まで死亡届
を提出してください。
●町内での住所・飼い主の変更又は町外からの転入のあった
場合は役場環境保全課まで、他市町村へ転出された場合に
は、新たな所在地の役場等へ変更届を出してください。

登録済犬
　狂犬病予防注射 3,300円 計 3,300円

新規登録
　登録 3,000円
　狂犬病予防注射 3,300円 計 6,300円

○当日は、担当獣医師の指示に従い、
　注射を受けてください。
○時間・場所を確認の上、犬をお連れください。
○トラブルの原因になりますので、首輪が抜け
ないようにしっかりとしめてください。
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● お問い合わせ ●
上板町役場　建設課　　☎０８８－６９４－６８１２

　８月26日、上板町、吉野川市、阿波市及び石井町の電気工事
業者(72店)が加盟する「鴨島電気工事協同組合」が、学生や地域
住民の防犯に役立てればと、上板中学校を含む８校周辺の通学路
に設置されている街路灯の清掃点検ボランティアを行いました。
   組合員35名が198基の街路灯を清掃、点検した結果、10箇所
の不良箇所が見つかり、役場の担当課へ改修を依頼しました。
   この活動は、８月の「電気使用安全月間」行事の一環として
2007年から継続して行われています。

街路灯の清掃点検ボランティア

● お問い合わせ ●　　　（公社）徳島県獣医師会　　☎０８８−６６３−６６０７
　　　　　　　　　　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８−６９４−６８１３

概要  
　あなたの大切なペットに、子犬や子猫
が生まれても、育てる自信がないときは、
避妊・去勢手術を受けさせましょう。犬
や猫は、生まれて１年もたたないうちに
子どもを産むようになり、１回の出産で
３〜５頭の子犬や子猫が生まれます。望
まない繁殖を防ぎ、不幸な犬や猫を増や
さないために、避妊・去勢手術を受ける
ことをおすすめします。

対 象

（1）町内に住民登録を有する方。
（2）上板町内で飼育されている犬及び猫。
（3）犬については登録と令和５年度において狂犬病予防接種を受

けていること。
（4）町税等の滞納がない方（世帯）。

助 成 額
（1）１頭につき5,000円　（助成予定頭数�40頭）
（2）助成金額は予算の範囲内とし、１世帯につき、当該年度は２

頭まで。
（3）応募者多数の場合は，抽選となる場合があります。

申込方法
往復はがきに１枚に１頭記入のうえ、公益社団法人徳島県獣医師
会へお申し込みください。
［申込先］　〒770-8007
　　　　　徳島市新浜本町二丁目３番６号　（公社）徳島県獣医師会

記載事項

（1）飼い主の住所、氏名、電話番号、犬・猫の別、名前、年齢、
性別、毛色。

（2）犬の場合は、犬の登録鑑札番号、及び狂犬病予防注射済票番号。
（3）返信用はがきの宛名欄にも、申し込み者の住所、氏名、郵便

番号を記入してください。

申込期間 令和５年10月１日から令和５年10月31日まで（必着）

手術実施期間 令和５年11月15日から令和６年１月20日まで

助成方法

（1）認定書（返信はがき）を受け取った方は、事前に指定動物病
院へお問い合わせのうえ、上記期間に手術を受けてください。

（2）費用の支払いは手術手数料から5,000円を差し引いた金額を
お支払いください。　　

※上記の手術期間を過ぎた場合、この事業による手術は受けられな
くなりますので、ご注意ください。
※手術手数料は動物病院により異なります。

注意事項

（1）手術を受けられるときは、認定書（返信はがき）と印鑑を持
参してください。

※また、獣医師が犬や猫の健康上、不適当と判断した場合は、手
術を実施しない場合があります。

（2）認定書を受け取り後、手術を受けることができなくなった場
合は、環境保全課まで至急ご連絡ください。

応募要領  

犬及び猫の避妊・去勢手術に助成をします

7 7 0 8 0 0 7

往信
徳
島
市
新
浜
本
町
二
丁
目
３
番
６
号

行

徳
島
県
獣
医
師
会

（公社）

返信
申
込
者
の住

　
所

氏
　
名

避妊・去勢手術助成申込書
犬・猫の別
名前
年齢
性別
毛色

（犬の場合）
犬の登録番号
　徳島県　第　　　号または
　徳島県○○市町村　第　　号
狂犬病予防注射票番号
　令和○年度　第　　　号

申込者　　住所
　　　　　氏名（フリガナ）
　　　　　電話番号

郵便はがき

▼ 表面

▼ 裏面

記入例  
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●　お問い合わせ　●
上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

●　お問い合わせ　●

0120－95－0178
マイナンバー総合フリーダイヤル

☎088－694－6809
上板町役場　住民人権課

マイナンバーカード
関連サービスの
誤登録等があれば
下記までお問い合
わせください

●スマホからマイナポータルで申込
　マイナンバーカードと
　利用者証明用電子証明書暗証番号
　（数字４桁）が必要

●役場で申込

●セブン銀行ATM
　でも申込できる！

医療機関・薬局の
顔認証付きカードリーダー
でも申込できるよ

AndroidiPhone

2024年秋から原則
マイナンバーカードが

保険証に！

2024年秋から原則
マイナンバーカードが

保険証に！

●
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８（
６
６
４
）３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

内　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

●
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６

　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日　
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

電
話
に
よ
る
相
談

⃝

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル�

　
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

⃝

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�

０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０［
無
料
］

⃝

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

�

い
ろ
は
で
防
ぐ　
詐
欺
・

悪
質
商
法　
撃
退
七
ヶ
条
！

　
高
齢
者
を
狙
っ
た
詐
欺
・
悪
質

商
法
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
も
日
頃

か
ら
手
口
や
対
応
方
法
に
興
味
を

持
ち
、
詐
欺
に
対
す
る
警
戒
を
怠

ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

い　
い
つ
で
も
留
守
番
電
話
が
救

う
詐
欺
被
害

　

ろ　
ろ
く
に
調
べ
ず
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら

振
り
込
ま
な
い

　

は　
は
っ
き
り
断
れ
！
怪
し
い
投

資
や
儲
け
話

　

に　
人
情
に
つ
け
込
み
、
強
引
に

送
り
つ
け
る
悪
質
商
法

　

ほ　
本
物
は
文
書
で
届
く
還
付
金

通
知

　

へ　
返
事
も
待
た
ず
に
買
い
た
た

く
悪
質
事
業
者
に
要
注
意

　

と　
と
に
か
く
「
点
検
は
た
だ
」

と
い
う
甘
い
ワ
ナ

　
ど
ん
な
お
話
で
も
す
ぐ
に
返
事

や
契
約
な
ど
を
せ
ず
、
誰
か
に
相

談
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
不
安
や
不
審
に
思
っ
た
こ
と
が

あ
れ
ば
す
ぐ
左
記
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
６

　
秘
密
厳
守
・
相
談
無
料�

　
受
付　
平
日
９
時
～
12
時　
13

時
～
16
時
30
分
（
土
・
日
・
祝
・

年
末
年
始
を
除
く
）

『
あ
い
』
の
ご
利
用
案
内

●
場
所

　
上
板
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

　
上
板
町
役
場
よ
り
西
へ
３
０
０

メ
ー
ト
ル　
上
板
町
商
工
会
西
隣

●
受
付
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
９
時
～
17
時
（
土
日
祝
休
み
）

　
※
平
日
の
利
用
が
難
し
い
方
に

は
毎
月
第
４
土
曜
日　
19
時

～
21
時
（
要
予
約
）
で
相
談

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

●
電
話
番
号

　
☎
０
８
８（
６
３
７
）６
０
０
６

☆
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。
匿
名
で
も
大
丈
夫

で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�

人
権
相
談

　
上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委

嘱
を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
、

特
設
相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人

権
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た
り
、

法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を

守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令

和
５
年
10
月
は
次
の
と
お
り
予
定

し
て
い
ま
す
。

●
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）
第
１
会
議
室

●
開
催
日
時

　
令
和
５
年
10
月
19
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓

発
推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
地
方

法
務
局
常
設
相
談
所
で
も
、
様
々

な
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　
行
政
書
士
が
、
①
官
公
庁
に
提

出
す
る
書
類
、
②
権
利
義
務
に
関

す
る
書
類
、
③
事
実
証
明
に
関
す

る
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
無
料
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時

　
令
和
５
年
10
月
17
日（
火
曜
日
）

　
13
時
～
15
時
迄

●
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館
２
階

　
第
１
会
議
室

●
主
催

　
徳
島
県
行
政
書
士
会
鳴
門
・

　
板
野
支
部

　
担
当
・
友
兼　
仁

　
（
☎
０
９
０（
２
８
９
５
）２
２
２
６
）

�　
上
板
町
子
ど
も
・
若
者
相
談
支

援
室
『
あ
い
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
を
お
持
ち
の
子
ど
も
・
若
者

（
概
ね
39
歳
ま
で
）
と
そ
の
保
護

者
の
方
な
ど
が
ご
相
談
い
た
だ
け

る
場
所
で
す
。

　
ど
ん
な
悩
み
も
じ
っ
く
り
お
聞

き
し
、
一
緒
に
解
決
方
法
を
探
し

ま
す
。

　
ひ
と
り
で
（
家
庭
内
で
）
抱
え

込
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
10
月
16
日（
月
）か
ら
22
日（
日
）

ま
で
は
「
行
政
相
談
週
間
」
で
す
。�

　
行
政
相
談
週
間
は
、
総
務
省
の

「
行
政
相
談
」
を
広
く
皆
さ
ん
に

お
知
ら
せ
し
て
お
気
軽
に
利
用
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
総
務
省
が

全
国
一
斉
に
実
施
し
て
い
る
も
の

で
す
。

　
こ
の
行
政
相
談
週
間
の
一
環
と

し
て
、
当
町
で
は
、
次
の
と
お
り

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
行
政
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

〈
相
談
例
〉

・
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
支
援
策
を
知

り
た
い

・
道
路
が
傷
ん
で
い
て
危
険

・
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
分

か
ら
な
い

・
役
所
に
申
請
し
た
が
、
手
続
が

進
ま
な
い

・
窓
口
に
は
行
き
づ
ら
い

〈
行
政
相
談
〉

●
日
時

　
令
和
５
年
10
月
18
日（
水
曜
日
）

　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
総
務
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
１

あ
な
た
の〝
声
〟を

お
聴
き
し
ま
す

～
行
政
相
談
週
間
～

行
政
書
士
に
よ
る

無
料
相
談
会
の
お

知
ら
せ

ひ
と
り
悩
ま
ず

『
あ
い
』
に
相
談

し
て
み
ま
せ
ん
か

上
板
町
消
費
生
活

相
談
窓
口
か
ら
の

お
知
ら
せ

2023（令和 5）年10月 1 日　●　20

各　種　相　談

　

各
種
相
談

　



●　お問い合わせ　●
上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

●　お問い合わせ　●

0120－95－0178
マイナンバー総合フリーダイヤル

☎088－694－6809
上板町役場　住民人権課

マイナンバーカード
関連サービスの
誤登録等があれば
下記までお問い合
わせください

●スマホからマイナポータルで申込
　マイナンバーカードと
　利用者証明用電子証明書暗証番号
　（数字４桁）が必要

●役場で申込

●セブン銀行ATM
　でも申込できる！

医療機関・薬局の
顔認証付きカードリーダー
でも申込できるよ

AndroidiPhone

2024年秋から原則
マイナンバーカードが

保険証に！

2024年秋から原則
マイナンバーカードが

保険証に！

今
月
の
納
付
期
限

に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す

※
口
座
振
替
の
方
は
、
10
月
31
日

に
引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の

で
、
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に

異
動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自

動
的
に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

　
口
座
振
替
の
手
続
き

　
納
付
書
と
通
帳
と
通
帳
届
出
印

を
持
参
し
、
上
板
町
内
取
扱
金

融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

　
取
扱
金
融
機
関

　
阿
波
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、

　
板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

納期は次のとおりになっています。
納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。

町・県民税 国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料

10月31日
（３期）

10月31日
（４期）

10月31日
（４期）

10月31日
（３期）

上板町役場　税務課
☎088−694−6807

上板町役場　健康推進課
☎088−694−6810

　　
免
税
事
業
者
で
あ
る
個
人
事
業

者
が
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
（
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
）
の
登
録
を
受
け
た
場

合
に
は
、
登
録
日
で
あ
る
令
和
５

年
10
月
１
日
以
後
は
課
税
事
業
者

と
な
り
ま
す
の
で
、
月
ご
と
に
収

支
を
ま
と
め
て
お
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

が
始
ま
り
ま
す
！

　
ま
た
、
簡
易
課
税
制
度
（
み
な

し
の
仕
入
率
を
か
け
て
計
算
す
る

簡
単
な
方
法
）
を
選
択
さ
れ
る
場

合
は
令
和
５
年
12
月
31
日
ま
で
に

消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出

書
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
様
式
は
、
役
場
税
務
課
に
備
え

て
い
ま
す
。
☎
０
８
８（
６
９
４
）

６
８
０
７
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　
鳴
門
税
務
署

　
☎
０
８
８（
６
８
５
）４
１
０
１

自 衛 官 等 採 用 案 内
募集種目 資格 受付期間 試験日 その他

自衛官
候補生

18〜33歳未満の者
（高校卒業見込を含む）
（32歳の者は、採用予
定月の１日から起算し
て３月に達する日の翌
月の末日現在、33歳に
達してない者）

年間を通じて行っ
ています。

詳細については、
下記のお問い合わ
せ先までご連絡く
ださい。

年間を通じて行っ
ています。

詳細については、
下記のお問い合わ
せ先までご連絡く
ださい。

試験会場
海上自衛隊
徳島教育航
空群基地内
（松茂町）

第３回
一般曹
候補生

18〜33歳未満の者
（高校卒業見込を含む）
（32歳の者は、採用予
定月の１日から起算し
て３月に達する日の翌
月の末日現在、33歳に
達してない者）

令和５年
　９月６日〜

11月30日　

第１次試験
12月９日（日）

第２次試験
１次合格者に連絡

試験会場
海上自衛隊
徳島教育航
空群基地内
（松茂町）

お問い合わせ先
自衛隊鳴門地域事務所（☎０８８−６８５−５３０６）
住所：鳴門市撫養町立岩字七枚57
※鳴門地域事務所では随時説明会を実施していますので
　ご予約戴ければ24時間対応いたします。
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●
日
時

　
11
月
４
日（
土
）　
10
時
～　

※
小
雨
決
行

　
荒
天
の
場
合
は
11
月
９
日(

木)

●
集
合
場
所

　
マ
ツ
シ
ゲ
ー
ト
駐
車
場

　
※
松
茂
町
試
験
農
場
の
畑
ま
で

徒
歩
で
移
動
し
ま
す

●
参
加
費

　
１
家
族
３
０
０
円

　

(

さ
つ
ま
い
も
を
２
株)

●
持
ち
物

　
持
ち
帰
り
用
の
袋
、
タ
オ
ル
、
軍

手
、
長
靴
、
水
分
補
給
の
飲
み
物

●
申
し
込
み

　
10
月
２
日（
月
）～
20
日（
金
）

※
電
話
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

　

(http
s://fo

rm
s.gle/

aFLS9M
3tHccjpyG

17

）の

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
受
付
け

※
抽
選
で
70
組
の
方
に
、
10
月
26

日（
木
）ま
で
に
ご
連
絡
し
ま
す

●
お
問
い
合
わ
せ

　

板
野
東
部
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
８（
６
９
３
）３
０
３
３

生
理
用
品
の
提
供

　
上
板
町
で
は
「
女
性
つ
な
が
り

サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、

生
理
用
品
の
提
供
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
本
事
業
は
「
つ
な
が
り
支
援
ピ

ア
サ
ポ
ー
ト
と
く
し
ま
」
と
し
て
、

徳
島
県
が
委
託
し
て
い
る
「
特
定

非
営
利
活
動
法
人�

Ｇ
Ｗ
Ｅ
Ｉ
」

と
連
携
し
実
施
す
る
も
の
で
す
。

●
提
供
窓
口

　
住
民
人
権
課

●
提
供
の
条
件

・
女
性
１
人
に
つ
き
１
パ
ッ
ク

　
（
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

ま
す
）

・
男
性
の
方
に
は
お
渡
し
で
き
ま

せ
ん

●
提
供
方
法

　
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
配
布
し
て

い
る
カ
ー
ド
等
を
ご
提
示
い
た
だ

く
か
、
提
供
窓
口
に
設
置
し
て
い

る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
指
さ
し
て
合

図
を
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。

　
可
能
な
限
り
女
性
職
員
か
ら
お

渡
し
し
ま
す
（
書
類
申
請
等
は
不

要
で
す
。
名
前
、
住
所
等
の
個
人

の
特
定
は
行
い
ま
せ
ん
）。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０

�　
毎
日
の
健
康
づ
く
り
が
楽
し
く

な
る
無
料
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
「
テ
ク

と
く
」。

　
健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
向
上
を

図
る
た
め
、
と
く
し
ま
健
康
ポ
イ

ン
ト
ア
プ
リ
「
テ
ク
と
く
」
を
活

用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
「
テ
ク
と
く
」
ア
プ
リ
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
と
、
毎
日
ア
プ
リ

を
開
く
だ
け
で
、
そ
の
日
の
歩
数

が
健
康
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
自
動
的

に
加
算
さ
れ
、
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン

ト
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
特
典
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
長
期
化
に
よ
っ
て

運
動
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
も
、

日
々
の
運
動
や
健
康
管
理
を
楽
し

く
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

家
族
み
ん
な
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
み
よ
う
！

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０

●
お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

・
薬
の
種
類
や
飲
み
合
わ
せ
に
つ

い
て
確
認
す
る
た
め
、
お
薬
手

帳
は
一
冊
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う

・
副
作
用
歴
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
有

無
、
過
去
に
か
か
っ
た
病
気
、

体
調
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
記

入
し
ま
し
ょ
う

●
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に
ご
注
意
を

〈
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
〉�

…

　
多
剤
服
用
の
中
で
も
「
害
を
な

す
も
の
」

・
対
策
と
し
て
、
か
か
り
つ
け
薬

局
を
持
つ
こ
と
や
お
薬
手
帳
を

活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う

●
服
薬
情
報
の
お
知
ら
せ

・
町
国
保
で
は
、
多
く
の
薬
を
服

用
さ
れ
て
い
る
方
へ
「
服
薬
情

報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て

い
ま
す

・
薬
の
重
複
や
飲
み
合
わ
せ
の
問

題
な
ど
、
服
薬
の
管
理
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

し
ま
し
ょ
う

・
利
用
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の

節
約
に
な
り
負
担
が
軽
く
な
り

ま
す

・
ま
た
国
全
体
の
医
療
費
の
削
減

の
貢
献
、
医
療
保
険
制
度
を
守

る
た
め
に
も
役
立
ち
ま
す

お
薬
と
上
手
に
付

き
合
い
ま
し
ょ
う

上
板
町
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
方
へ

テ
ク
テ
ク
歩
い
て

お
と
く
を
Ｇ
Ｅ
Ｔ
‼

アプリ
ダウンロード
ＱＲコード

●
と
き

　
10
月
15
日（
日
）

　
13
時
30
分
～
15
時

　
（
受
付　
13
時
～
）

●
講
師

　

西
村　

博
（
一
般
社
団
法
人
ほ

め
る
達
人
協
会　
特
別
認
定
講
師
）

●
と
こ
ろ

　

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
徳
島
本
校
「
教
室
２・３
」

　
（
徳
島
市
寺
島
本
町
西
１

−

５

ア
ミ
コ
東
館
７
階
）

●
対
象
者

　
未
婚
の
子
を
持
つ
ご
家
族
の
方

●
申
込
期
限

　
10
月
８
日（
日
）ま
で

●
お
問
い
合
わ
せ

　
マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま

　
☎
０
８
８（
６
５
６
）１
０
０
２

e-m
ail:m

sc@
m
arissa-

tokushim
a.com

マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま

が
独
身
者
の
お
子

さ
ま
を
持
つ
親
御
様

向
け
に
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す
！

【
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
】

〝
ほ
め
る
〟
親
子
関
係
の

作
り
方
セ
ミ
ナ
ー

マリッサとくしま
ホームページ

フ
ァ
ミ
サ
ポ
恒
例

の
お
芋
ほ
り
を
楽

し
み
ま
し
ょ
う
！

芋
ほ
り
交
流
会申し込み

フォーム
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● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎088－694－6806　上板町社会福祉協議会　☎088－694－6155

住民の皆様、町内各小学校、中学校の児童生徒、保護者、
教職員の皆様にご支援をいただきました。

フードドライブ専用のケースがいっぱいになりました。

　上板町では令和５年９月11日から15日にかけてフー
ドドライブ活動を行いました。
　今回で９回目の活動になりますが、皆様から御協力をいただきました。
　心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
　寄付をいただいた食品は、「ＮＰＯ法人フードバンクとくしま」を通し
て福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆様や町内小中学校の児童生徒、保護
者、教職員の皆様が各ご家庭で余った食品を持ち寄っていただき、「もっ
たいない」の意識を高めることができました。
　上板町においては引き続き食品ロスの削減に向けた効果的な取り組み
を行ってまいります。

もったいないをありがとうに♥フードドライブの
お礼と報告
フードドライブの
お礼と報告

　
動
画
投
稿
サ
イ
ト
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
で
松
島
橋
よ
り
上
流
方
向
を

映
し
た
映
像
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
災

害
時
の
避
難
判
断
等
に
お
役
立
て

く
だ
さ
い
。

・
ア
ク
セ
ス
方
法

　
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
サ
イ
ト
内
に

て
「
宮
川
内
谷
川
徳
島
県
河
川
整

備
課
」
で
検
索
、
も
し
く
は
県
ｗ

ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
徳
島
県
水
防
情
報
」

内
の
「
カ
メ
ラ
映
像
」
か
ら
ア
ク

セ
ス
で
き
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
建
設
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
２

�　
台
風
等
で
立
木
が
道
路
上
へ
倒

れ
た
り
、
道
路
に
は
み
出
し
た
枝

で
通
行
車
両
が
損
傷
し
た
り
す
る

事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
故
で
は
、
一
般
的

に
は
立
木
所
有
者
の
管
理
責
任
が

問
わ
れ
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を

負
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
倒
れ

そ
う
な
立
木
や
道
路
へ
は
み
出
し

た
枝
は
早
め
に
伐
採
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
建
設
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
２

民
地
か
ら
道
路
へ
突
き

出
し
た
立
木
な
ど
の

管
理
を
し
ま
し
ょ
う

宮
川
内
谷
川
の
状
況

を
確
認
で
き
ま
す

お客様との取引や
ネット広告を出す際に
気を付けることは？

安全な製品づくりの
ための製造者の役割
を知りたい

【お問合せ先】 消費者庁新未来創造戦略本部 TEL：088-600-0000（担当：楠、金石）

社会人一年生。
より良い消費生活を
おくるために・・・

社会⼈に必要な消費⽣活の知識を「消費者」 と 「企業⼈」 の２つの視点で学べる研修プログラムを作成しました。
現在、消費者庁では、本研修プログラムを活⽤したモデル研修を実施していただける事業者様を募集しています。
詳しくは、消費者庁新未来創造戦略本部の担当までお気軽にお問い合わせください。

若若手手従従業業員員向向けけ研研修修ププロロググララムム
「「消消費費者者とと企企業業人人のの視視点点でで考考ええよようう消消費費生生活活ののキキホホンン」」

消費者庁 若手従業員向け

ポイント１ 社会人に必要な消費生活の知識と
して、５つのカリキュラムを御用意し

ポイント２ 研修に必要なスライド教材、ワーク
シート、講師用指導ガイド等の教材

研研修修ププロロググララムムのの詳詳細細ははここちちらら ⇒⇒
ままたたははイインンタターーネネッットトでで検検索索

消消費費者者トトララブブルルへへのの対対応応

製製品品安安全全のの考考ええ方方

イインンタターーネネッットト取取引引

生生活活をを支支ええるるおお金金

持持続続可可能能なな社社会会のの形形成成

ました。必要なカリキュラムやパートだけをカスタマイズ
して活用することもできます。

が揃っているので、教材を準備する必要がありません。
また、研修時間の確保が難しい場合は、自主学習用の
動画も御用意しています。

若手の社会人は、 給与を得るようになり、 契約
の機会が増えることから、 契契約約ややおお金金ののトトララブブ
ルルにに巻巻きき込込ままれれるる可能性があります。

公正な取引や安全な商品づくり、 持続可能な社
会の形成など、 消消費費者者かからら信信頼頼とと共共感感をを獲獲得得すす
るる力力が欠かせません。

消消費費者者ととししてて 企企業業人人ととししてて

お客様との取引や
ネット広告を出す際に
気を付けることは？

安全な製品づくりの
ための製造者の役割
を知りたい

【お問合せ先】 消費者庁新未来創造戦略本部 TEL：088-600-0000（担当：楠、金石）

社会人一年生。
より良い消費生活を
おくるために・・・

社会⼈に必要な消費⽣活の知識を「消費者」 と 「企業⼈」 の２つの視点で学べる研修プログラムを作成しました。
現在、消費者庁では、本研修プログラムを活⽤したモデル研修を実施していただける事業者様を募集しています。
詳しくは、消費者庁新未来創造戦略本部の担当までお気軽にお問い合わせください。

若若手手従従業業員員向向けけ研研修修ププロロググララムム
「「消消費費者者とと企企業業人人のの視視点点でで考考ええよようう消消費費生生活活ののキキホホンン」」

消費者庁 若手従業員向け

ポイント１ 社会人に必要な消費生活の知識と
して、５つのカリキュラムを御用意し

ポイント２ 研修に必要なスライド教材、ワーク
シート、講師用指導ガイド等の教材

研研修修ププロロググララムムのの詳詳細細ははここちちらら ⇒⇒
ままたたははイインンタターーネネッットトでで検検索索

消消費費者者トトララブブルルへへのの対対応応

製製品品安安全全のの考考ええ方方

イインンタターーネネッットト取取引引

生生活活をを支支ええるるおお金金

持持続続可可能能なな社社会会のの形形成成

ました。必要なカリキュラムやパートだけをカスタマイズ
して活用することもできます。

が揃っているので、教材を準備する必要がありません。
また、研修時間の確保が難しい場合は、自主学習用の
動画も御用意しています。

若手の社会人は、 給与を得るようになり、 契約
の機会が増えることから、 契契約約ややおお金金ののトトララブブ
ルルにに巻巻きき込込ままれれるる可能性があります。

公正な取引や安全な商品づくり、 持続可能な社
会の形成など、 消消費費者者かからら信信頼頼とと共共感感をを獲獲得得すす
るる力力が欠かせません。

消消費費者者ととししてて 企企業業人人ととししてて

お客様との取引や
ネット広告を出す際に
気を付けることは？

安全な製品づくりの
ための製造者の役割
を知りたい

【お問合せ先】 消費者庁新未来創造戦略本部 TEL：088-600-0000（担当：楠、金石）

社会人一年生。
より良い消費生活を
おくるために・・・

社会⼈に必要な消費⽣活の知識を「消費者」 と 「企業⼈」 の２つの視点で学べる研修プログラムを作成しました。
現在、消費者庁では、本研修プログラムを活⽤したモデル研修を実施していただける事業者様を募集しています。
詳しくは、消費者庁新未来創造戦略本部の担当までお気軽にお問い合わせください。

若若手手従従業業員員向向けけ研研修修ププロロググララムム
「「消消費費者者とと企企業業人人のの視視点点でで考考ええよようう消消費費生生活活ののキキホホンン」」

消費者庁 若手従業員向け

ポイント１ 社会人に必要な消費生活の知識と
して、５つのカリキュラムを御用意し

ポイント２ 研修に必要なスライド教材、ワーク
シート、講師用指導ガイド等の教材

研研修修ププロロググララムムのの詳詳細細ははここちちらら ⇒⇒
ままたたははイインンタターーネネッットトでで検検索索

消消費費者者トトララブブルルへへのの対対応応

製製品品安安全全のの考考ええ方方

イインンタターーネネッットト取取引引

生生活活をを支支ええるるおお金金

持持続続可可能能なな社社会会のの形形成成

ました。必要なカリキュラムやパートだけをカスタマイズ
して活用することもできます。

が揃っているので、教材を準備する必要がありません。
また、研修時間の確保が難しい場合は、自主学習用の
動画も御用意しています。

若手の社会人は、 給与を得るようになり、 契約
の機会が増えることから、 契契約約ややおお金金ののトトララブブ
ルルにに巻巻きき込込ままれれるる可能性があります。

公正な取引や安全な商品づくり、 持続可能な社
会の形成など、 消消費費者者かからら信信頼頼とと共共感感をを獲獲得得すす
るる力力が欠かせません。

消消費費者者ととししてて 企企業業人人ととししてて
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イ　ベ　ン　ト

　

イ
ベ
ン
ト

　
　
10
月
８
日（
日
）10
時
～
14
時
に

上
板
な
か
よ
し
こ
ど
も
食
堂
を
開

催
し
ま
す
。

　
今
回
の
開
催
場
所
は
、
技
の
館

で
す
。（
住
所
：
上
板
町
泉
谷
字

原
東
32

−

４
）

　
こ
ど
も
食
堂
は
、
地
域
の
こ
ど

も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
だ
れ
も
が

仲
良
く
楽
し
く
集
い
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
町
づ
く
り
を
目
的
と
し

て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

食
事
の
他
に
色
々
な
遊
び
や

ゲ
ー
ム
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
こ
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

こ
ど
も　
無
料　
大
人　
３
０
０
円　

　
参
加
を
ご
希
望
の
方
は
、
左
記

の
技
の
館
ま
で
電
話
で
事
前
申
込

を
お
願
い
致
し
ま
す
。

●
子
ど
も
食
堂
申
込
電
話（
技
の
館
）

　
☎
０
８
８（
６
３
７
）６
５
５
５

　
第
２
回
目
は
鴨
島
駅
前
中
心
市

街
地
の
日
本
遺
産
構
成
文
化
財
を

歩
い
て（
約
３
．４
キ
ロ
）巡
り
ま
す
。

●
開
催
日

　
令
和
５
年
11
月
19
日（
日
）

●
時
間

　
①
午
前
10
時
～

　
②
午
前
10
時
30
分
～

　
③
午
後
１
時
30
分
～

●
場
所

　
吉
野
川
市
文
化
研
修
セ
ン
タ
ー

●
調
査
方
法

　
Ｗ
ｅ
ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト�

→

　

https://form
s.gle/

Xv1rpkjoc5oiAiM
K6

●
調
査
期
間

　
令
和
５
年
10
月
１
日
～

　
令
和
５
年
10
月
31
日

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）５
６
８
８

秋
の
寄
せ
植
え
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
晩
春
ま
で
長
く
咲
き
続
け
て
く

れ
る
花
で
寄
せ
植
え
し
ま
せ
ん

か
？
す
て
き
な
昼
下
が
り
、
自
分

だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
作
り
ま

し
ょ
う
。

●
期
間

　
令
和
５
年
10
月
11
日（
水
）～

　
11
月
12
日（
日
）

　
（
月
曜
・
祝
日
の
翌
日　
休
館
）

10
月
の

こ
ど
も
食
堂
開
催

の
お
知
ら
せ

「
上
板
町
の
食

～
運
動
会・秋
祭
り
の
思
い
出
～
」開
催

日
本
遺
産

日
本
遺
産
「
藍
の
ふ
る
さ
と
阿
波
」
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

藍
の
ふ
る
さ
と
を
歩
く
Vol.
２

●
定
員

　
各
回
10
名
（
合
計
30
名
）

●
参
加
費

　
高
校
生
以
上　
３
０
０
円

　
小
・
中
学
生　
２
０
０
円

　
保
険
料
を
含
む

●
申
込
期
間

　
10
月
11
日（
水
）～

　
（
平
日
の
み
受
付
）

●
申
込
先

　
吉
野
川
市
生
涯
学
習
課

　
☎
０
８
８
３（
２
２
）２
２
７
１

　
令
和
元
年
に
日
本
遺
産
に
認
定

さ
れ
た
「
藍
の
ふ
る
さ
と
阿
波
～

日
本
中
を
染
め
上
げ
た
至
高
の
青

を
訪
ね
て
～
」
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

回
答
は
１
分
程
度
と
な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
秋
の
企
画
展
は
、
か
つ
て
の
運

動
会
の
お
弁
当
や
秋
祭
り
な
ど
、

上
板
町
の「
行
事
食
」に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。皆
さ
ん
の
記
憶
に
残

る
食
文
化
に
注
目
し
、時
代
の
移
り

変
わ
り
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

　
令
和
５
年
10
月
25
日（
水
）

　
13
時
30
分
～

●
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　
馬
道
会
館

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）４
８
６
８

　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18
番
地
２

●
申
し
込
み
締
め
切
り

　
10
月
20
日（
金
）　
午
後
５
時
ま
で

●
材
料
代

　
２
、０
０
０
円

藍
の
ふ
る
さ
と
阿
波
魅
力
発
進

協
議
会
だ
よ
り

上
板
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館　
企
画
展
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見る！見る！ 学ぶ！学ぶ！ 体験
する！
体験
する！

災害救助犬によるパフォーマンスや日赤上板町赤十字奉仕団による
カレーの炊き出しなども行ってます！
14：30より中庭でお菓子投げをします！

10/15日時

2023年 日

参加
無料

入場
無料

自衛隊車両
燃料電池パトカー
消防車　　 など

ロープワーク
救命救急講習
パネル展示
　　　　など

降雨体験
土石流３Ｄ体感シアター
消火器体験
煙体験　　　　　　など

まだまだあるよ！

フェスタフェスタフェスタフェスタ
2023202320232023

かみいたかみいた

防災防災

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

時間 10：00～15：00
会場 上板町技の館

　

イ
ベ
ン
ト

　

イ　ベ　ン　ト
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「里親」＝「養子縁組」だと思っていませんか 里親の種類 ４つの種類があります

子どもたちの
健やかな成長のため

　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役
割を担っています。ところが今、さまざまな事情で自分の家族と
暮らせない子どもたちがいます。子どもたちを迎え入れ、温かい
愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。

里親委託まで 里子の受け入れまでは段階を踏むので安心！

研修
家庭訪問 里親委託子どもとの

出会い登録相談

児童の委託を受けた里親には委託費が支給されます。
また、医療費は県で負担します。

徳島県

里親になりませんか里親になりませんか
養育里親
様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期
間、自分の家庭で養育する里親です。
専門里親
養育里親のうち、非行、虐待などの理由により専門
的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。
養子縁組里親
養子縁組によって、子どもの養親となることを希望
する里親です。
親族里親
実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、
祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

とくしまはぐくみネット

里親とは

10月、11月に里親制度説明会を開催します（要申込み）

【10月】日時：令和５年10月２日　　午後２時～４時
　　　　場所：美馬市地域交流センター ミライズ
【11月】日時：令和５年11月26日　午前10時～ 12時
　　　　場所：ふれあい健康館

里親制度説明会

説明会に関する詳しい情報は、徳島赤十字ひのみね医療
療育センター附属乳児院（☎0885－32－0555）へ
お気軽にお問い合わせください。

中央こども女性相談センター　☎０８８－６２２－２２０５●相談窓口

（一社）ジャパンブルー上板／技の館
（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地4）
☎ 088－637－6555　FAX 088－637－6554

● お問い合わせ ●

技の館の売店がリニューアルしました。
それに伴い、売店の位置が1階事務所前に変更となりました。
藍染製品やお菓子などがありますので、是非お立ち寄りください！
また、和三盆アイスに加えて、ソフトクリームも
販売します☆
バニラ・チョコ・イチゴ　350円（税込）
是非、食べに来てくださいね！

技の館　売店がリニューアルしました！

年金受給者の方を
支援する制度です

現在、給付金を受け取られている方のお手続きは不要です

年金生活者支援給付金年金生活者支援給付金
老齢年金を受給されている方
支給対象者（❶～❸の全てに該当する方）
❶ 65歳以上の老齢基礎年金受給者
❷ 前年の所得等が約88万円以下
❸ 世帯全員が市町村民税非課税

障害年金を受給されている方
支給対象者（❶❷の両方に該当する方）
❶ 障害基礎年金受給者
❷ 前年の所得が約472万円以下

遺族年金を受給されている方
支給対象者（❶❷の両方に該当する方）
❶ 遺族基礎年金受給者
❷ 前年の所得が約472万円以下

❶ 届く ❷ 請求する

対象者の
方には右
の封筒が
届きます

中のハガキに記入して、切手
を貼って投函してください。

❸ 受け取る
給付金が支給されます。

（ナビダイヤル）

検索年金給付金

● お問い合わせ ●

0570－05－4092
050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

〈受付時間〉月曜日　　 午前8：30～午後7：00
　　　　　　火～金曜日 午前8：30～午後5：15
　　　　　　第２土曜日 午前9：30～午後4：00

給付金専用
ダイヤル

　物価高騰による影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支援するため、１世帯あたり３万円を支給して
います。対象となる可能性のある世帯への案内は、令和５年７月にお送りしています。申請期限は下記のとおりです。

※令和５年６月末時点で本町の税情報により確認し、対象となる可能
性がある世帯には、既にご案内をしています。それ以降、所得の申
告内容の修正等により世帯全員が “非課税” となった場合は、申請
が可能です。申請対象者は基準日（令和５年６月１日）時点の当該
世帯の世帯主で、振込口座も原則申請者本人名義のものとなります。
※未申告の方のいる世帯は、その方の所得の申告をした上で世帯全員
が “非課税” となった場合に対象となります。
※家計急変世帯分については、申請が必要となります。個別に対応い
たしますので、民生児童課にお問い合わせください。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります

申請期限：令和５年10月31日（火）　※当日消印有効

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国
（の職員）などをかたる不審な電話や郵便
があった場合は、お住いの市区町村や最寄
りの警察署か警察相談専用電話（＃9110）
にご連絡ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や
「個人情報の搾取」にご注意ください

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金（３万円/１世帯）のご案内

合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています。合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています。

　単独処理浄化槽や汲取り槽は、トイレの排水対策として有効で
すが、台所、浴室、洗面所等の排水を浄化することはできません。
　合併処理浄化槽は、下水道のような大規模生活排水処理施設と
比べ、短期間で設置でき処理能力も有しているので、河川や水路
の水質保全をはじめ、快適な生活環境を実現するための有効手段
です。
　町では、農業集落排水事業区域を除き、合併処理浄化槽への転
換を推進しています。
　なお、浄化槽法の改正により、平成13年４月からは浄化槽設
置の際には、原則合併処理浄化槽が義務づけられ、既に設置され
ている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努
めることとなっています。

合併処理浄化槽への転換

●合併処理浄化槽設置補助

●撤去費補助

　町では、生活排水対策として、新たに合併処理浄化槽を設置
した方（新設）、及び単独処理浄化槽や汲取り槽から合併処理浄
化槽へ切り替えられる方（転換）に対して、補助金を交付して
います。
　なお、単独処理浄化槽及び汲取り槽を全撤去した場合、右記の
とおり撤去費用についても補助を実施しています。
　本町の「汚水処理人口普及率」の向上を図るためにも、補助制
度を活用し、合併処理浄化槽への転換を進めましょう。

合併処理浄化槽設置補助

台所、風呂
洗濯などの
排水

汚れが
合併型の
８倍

合併処理
浄化槽

計 ４g

計 32g

単独処理
浄化槽

未処理のまま放流

13g

27g

13g 5g

27g

5g＋27g＝32g

４g

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

※数値は１人が１日に出す水質汚濁物質の量を
　ＢＯＤで表したもの。

汚れが
少ない

水洗トイレ

◎受付期間：令和５年４月１日 〜 令和５年11月30日
なお、補助予定基数に達した場合は、受付期間の終了日前でも受付を締め切る場合があります。
また、受付期間終了時に補助予定基数に達していない場合、工事完了予定日を考慮した上で受付する場合があります。
詳細については、上板町役場　環境保全課（☎０８８−６９４−６８１３）までお問い合わせください。

人　槽 新設（補助限度額） 転換（補助限度額）
５人槽 169,000円 332,000円
７人槽 207,000円 414,000円
10人槽 276,000円 548,000円

区　分 補助限度額
単 独 槽 撤 去 120,000円
汲取り槽撤去 120,000円
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（一社）ジャパンブルー上板／技の館
（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地4）
☎ 088－637－6555　FAX 088－637－6554

● お問い合わせ ●

技の館の売店がリニューアルしました。
それに伴い、売店の位置が1階事務所前に変更となりました。
藍染製品やお菓子などがありますので、是非お立ち寄りください！
また、和三盆アイスに加えて、ソフトクリームも
販売します☆
バニラ・チョコ・イチゴ　350円（税込）
是非、食べに来てくださいね！

技の館　売店がリニューアルしました！

年金受給者の方を
支援する制度です

現在、給付金を受け取られている方のお手続きは不要です

年金生活者支援給付金年金生活者支援給付金
老齢年金を受給されている方
支給対象者（❶～❸の全てに該当する方）
❶ 65歳以上の老齢基礎年金受給者
❷ 前年の所得等が約88万円以下
❸ 世帯全員が市町村民税非課税

障害年金を受給されている方
支給対象者（❶❷の両方に該当する方）
❶ 障害基礎年金受給者
❷ 前年の所得が約472万円以下

遺族年金を受給されている方
支給対象者（❶❷の両方に該当する方）
❶ 遺族基礎年金受給者
❷ 前年の所得が約472万円以下

❶ 届く ❷ 請求する

対象者の
方には右
の封筒が
届きます

中のハガキに記入して、切手
を貼って投函してください。

❸ 受け取る
給付金が支給されます。

（ナビダイヤル）

検索年金給付金

● お問い合わせ ●

0570－05－4092
050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

〈受付時間〉月曜日　　 午前8：30～午後7：00
　　　　　　火～金曜日 午前8：30～午後5：15
　　　　　　第２土曜日 午前9：30～午後4：00

給付金専用
ダイヤル

　物価高騰による影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支援するため、１世帯あたり３万円を支給して
います。対象となる可能性のある世帯への案内は、令和５年７月にお送りしています。申請期限は下記のとおりです。

※令和５年６月末時点で本町の税情報により確認し、対象となる可能
性がある世帯には、既にご案内をしています。それ以降、所得の申
告内容の修正等により世帯全員が “非課税” となった場合は、申請
が可能です。申請対象者は基準日（令和５年６月１日）時点の当該
世帯の世帯主で、振込口座も原則申請者本人名義のものとなります。

※未申告の方のいる世帯は、その方の所得の申告をした上で世帯全員
が “非課税” となった場合に対象となります。

※家計急変世帯分については、申請が必要となります。個別に対応い
たしますので、民生児童課にお問い合わせください。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります

申請期限：令和５年10月31日（火）　※当日消印有効

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国
（の職員）などをかたる不審な電話や郵便
があった場合は、お住いの市区町村や最寄
りの警察署か警察相談専用電話（＃9110）
にご連絡ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や
「個人情報の搾取」にご注意ください

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金（３万円/１世帯）のご案内
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● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学校給食
センター

　待ちに待った夏休みがはじまって数日、忘れ去られてしまわないうちに、
「夏休み親子見学会」を実施しました。給食センター開設以来、初の取組だっ
たので、来てもらえるのか心配もありましたが、募集人数を上回る応募を
いただきました。
　めったに会うことのない調理員が主役となって、参加者の
みなさんをご案内しました。調理現場そのものを見ていただ
くことももちろんですが、そこで働くスタッ
フがどんなことを心がけて、どんな思いを込
めて給食を作っているのか、直にお話しでき
るよい機会となりました。
　来年もできたらいいなと思っています。来
年に向けての意見も、すでに調理員から声が
上がっています。この熱量を、みなさんにもっ
とお届けできるよう、頑張らなければと決意
を新たにするのでありました。

やってみました！やってみました！やってみました！やってみました！
「夏休み親子見学会」「夏休み親子見学会」「夏休み親子見学会」「夏休み親子見学会」

● お問い合わせ ●
上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

災害図上訓練ＤＩＧ（地震版）
を実施しました。

４機関から34名が参加し、ワークショップを通じて「災害を知
り、人を知り、地域を知る」貴重な機会となりました。
参加機関：上板町自主防災組織連絡協議会、上板町防災士会、
　　　　　上板町消防団、上板町職員
主　　催：上板町

９月２日
（土）

「地震防災対策の現状調査　
　に係る住民向けアンケート」

を実施中
〇回答フォーム URL
　https://en.surece.co.jp/kaiko2023/
〇実施期間
　令和５年10月31日まで（予定）
　※回答期間延長

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和５年８月）

内閣府 政策統括官（防災担当）付
参事官（防災計画担当）付 

〇回答の際、以下の点にご注意ください。
・回答は１人１回限りとなります。
・回答の途中で、回答状況を一時保存する
ことはできません。
・選択式の設問は該当する選択肢をチェッ
クしてください。また、記述式の設問は
可能な限り具体的にご回答ください。
・お答えいただいた内容は、個人が特定で
きないようとりまとめたのち、今後の防
災対策の検討に活用させていただきます。

本アンケートについての
お問い合わせ・ご意見・ご要望について

問い合わせフォーム：
https://form.cao.go.jp/bousai/opinion-
0067.html

若　松　健　弥 　舞 弥輝
みつき

男の子（西分）　
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